
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都では、看護師等養成施設等に在学し、将来都内で看護業務に従事しようとしてい
る皆さんの修学を支援する「看護師等修学資金貸与制度（貸付制度）」を設けています。 

 
 貸与を希望される方は、この案内をよく読んで制度の趣旨等を理解し、卒業後の自分の
進路を考えて申し込んでください。 
 
 なお、この案内の中で「看護師等養成施設等」とあるのは、保健師、助産師、看護師及
び准看護師を養成している、専門学校（通信制を含む。）、大学（大学院を含む。）、高
等学校（衛生看護科）のことです。 

 

修学資金についてのお問合せは、各養成施設等の担当者へ 

 学校名： 

 電話番号： 

令令令令和和和和６６６６年年年年度度度度    

東東東東京京京京都都都都看看看看護護護護師師師師等等等等修修修修学学学学資資資資金金金金（（（（貸貸貸貸付付付付金金金金））））ののののごごごご案案案案内内内内    

70
古紙パルプ配合率70％再生紙を使用しています
石油系溶剤を含まないインキを使用しています

令和６年度令和６年度
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（（１１））制制度度のの目目的的  

東京都看護師等修学資金（以下「修学資金」という。）は、看護師等養成施設等に進学し、将来都内で

看護業務に従事する意思がある方に対し、修学資金を貸与（貸付け）することにより修学を容易にし、都

内の看護職員の確保及び質の向上を図ることを目的とした制度です。 

 

（（２２））貸貸与与月月額額、、期期間間及及びび口口数数  

養成所等(※) 貸与月額 貸与期間(最大) 貸与口数

保健師、助産師、看護師、
准看護師、大学院修士課程

　 25,000円
　 50,000円
　 75,000円
  100,000円

正規の修業年限
４種類の貸与月額のうち

いずれか一口のみ

※設置主体には、国立大学法人、公立大学法人、独立行政法人国立病院機構を含みます。  
  
（（３３））申申込込みみかからら返返還還・・免免除除ままででのの主主なな流流れれ  

都内施設(※１)で引き続き５年間
看護業務に従事

申請により返還を
全部又は一部免除

指定施設(※２)で引き続き５年間
看護業務に従事

申請により返還を
全部又は一部免除

指定施設(※２)で引き続き７年間
看護業務に従事

申請により返還を
全部又は一部免除

退学、非就業、都外施設へ就業
等、（免許不取得）

全額返還

※１　都内施設…P6別表1参照
※２　指定施設…P6別表2参照
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（（４４））貸貸与与資資格格  

次の①①かからら⑤⑤ままででのの要要件件をを全全てて満満たたししたた者者の中から選考の上、貸与します。 

① 保健師、助産師、看護師及び准看護師の養成施設又は大学院修士課程に在学していること。(都外の

看護師等養成施設等に在学している場合、令和６年４月１日以降、引き続き都内に住所があること。) 

② 成績優秀にして、かつ、心身健全であること。 

③ 経済的理由により修学困難であること。 

④ 同種の修学資金を借り受ける予定がないこと。（※１） 

⑤ 養成施設卒業又は大学院修了後、都内施設又は指定施設において引き続き５年以上、看護業務に従

事する意思を有すること。 

 

※１ 「同種の修学資金」とは、東京都育英資金及び地方公共団体による返還免除規定のある修学資金のことをいいま 

す。ただし、日本学生支援機構との併用は可能です。 

※２ 旧制度での貸与を受けている方は、それらを全て辞退した場合に限り、新制度で貸与を受けることができます（旧

制度は全額返還となります。）。 

1111    制制制制度度度度のののの概概概概要要要要    
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    ※３ 既に同一過程又は別課程で修学資金の貸与を受けていた場合は、同じ課程又は別課程で再度貸与を受けることが

できません。また、申込時点で看護師等の免許を既に取得している場合、保有免許と同一課程での貸与を受けること

はできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（５５））審審査査（（選選考考））及及びび貸貸与与決決定定（（通通知知））  

   申込書類等を審査（選考）の上、貸与の可否を決定し、８月中旬頃通知します。 

   なお、通知は各養成施設等を通じて行います。各養成施設等への通知前は、申込者本人からの問合せ

にはお答えできませんので御了承ください。 

※ 予算枠を超過する申込があった場合は、所得の低い方から優先的に貸与する場合があります。 

 
（（６６））貸貸与与方方法法  

    貸与決定後、申込時に申請された本人名義の指定口座に振り込みます。 

    振込回数について、申込年度は年 3 回、次年度以降は年４回となります。 

   ＜振込時期＞ 

    

 
  （（７７））借借用用証証書書のの作作成成  

    修学資金の貸与が終了したとき、又は退学等により修学資金の貸与が廃止されたときは、修学生は修

学資金借用証書に連帯保証人と連署・押印の上、連帯保証人の印鑑登録証明書を添付して提出しなけれ

ばなりません。 

 
（（８８））返返還還  

 ア 返還事由及び返還時期 

返還事由 返還時期 

（ア）退学、都外転出（都外在学者）、心身の故障のため修学を継続す

る見込みがなくなったとき、不正手段によって貸与を受けたとき、

死亡等（条例第 9 条第 1 項第 1 号から第 5 号まで又は第 7 号） 

返還事由が生じた日の属する月の

翌翌月月から 

（イ）貸与を辞退した後、養成施設を卒業し又は大学院を修了したと

き。（条例第 9 条第 1 項第 6 号） 返還事由が生じた日の属する月の

翌月から６６かか月月経過した日から 
（ウ）貸与期間が終了したとき。（条例第 11 条第 1 項第 3 号） 

【例１】准看護師課程を退学後、債務を返還中に、再度准看護師課程に入学した場合 

    →以前の貸与の返還債務を返還中のため、貸与を受けることができません。 

【例２】准看護師課程を退学後、債務を全額返還し、再度准看護師課程に入学した場合 

    →以前の貸与の返還債務を全額返還済のため、貸与を受けることができます。 

【例３】准看護師課程を卒業し、准看護師課程を取得後、引き続き正看護師課程に進学した場合 

    →准看護師の免許取得後すぐに正看護師課程へ進学しているため、新たに貸与を受けること

ができます。 
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イ 返還方法、返還期間及び月賦額 

返還方法 貸与月額 返還期間 月賦額 

月賦、半年賦、一括払の

いずれかの方法により、

口座振替により返還 

25,000 円  貸与を受けた期間と同期間 25,000 円 

50,000 円  貸与を受けた期間と同期間 

50,000 円 

（※１） 
75,000 円  貸与を受けた期間の 1.5 倍の期間 

100,000 円  貸与を受けた期間の 2 倍の期間 

※１ 一定の条件（猶予される返還債務と猶予されない返還債務がある場合、猶予されない返還債務を

25,000 円で除して得た期間が、貸与総額を月賦額で除して得た期間を超えないとき）を満たし

たときは、月賦額を 25,000 円とすることも可能です。ただし、希望により、この額以上の月賦

額とすることができます。 

 
（（９９））利利子子とと延延滞滞利利子子  

  修学資金の貸与金は、無利子です。ただし、返還すべき日（納入期限）までに返還しなかった場合、

年３％（令和６年４月現在。以下同じ。）の延滞利子が加算されます（閏年についても 365 日当たり

の割合となります。）。 

 
（（１１００））滞滞納納  

返還金を滞納した場合、本人及び連帯保証人に対して督促、催告のほか、強制執行等の法的措置を取

ることがあります。 

 
（（１１１１））返返還還のの猶猶予予及及びび免免除除  

次の要件を満たした場合は、所定の申請手続により、返還が猶予及び免除されます。    

貸与月額 猶予の要件 猶予額 免除の要件 免除額 

25,000 円 都内施設従事 25,000 円×貸与月数 都内施設に５年間従事 25,000 円×貸与月数 

50,000 円 

指定施設従事 50,000 円×貸与月数 指定施設に５年間従事 50,000 円×貸与月数 

都内施設従事 25,000 円×貸与月数 都内施設に５年間従事 
25,000 円×貸与月数 

(※25,000 円×貸与月数分は返還) 

75,000 円 

指定施設従事 75,000 円×貸与月数 

指定施設に７年間従事 75,000 円×貸与月数 

指定施設に５年間従事 
50,000 円×貸与月数 

(※25,000 円×貸与月数分は返還) 

都内施設従事 25,000 円×貸与月数 都内施設に５年間従事 
25,000 円×貸与月数 

(※50,000 円×貸与月数分は返還) 

100,000 円 

指定施設従事 75,000 円×貸与月数 

指定施設に７年間従事 
75,000 円×貸与月数 

(※25,000 円×貸与月数分は返還) 

指定施設に５年間従事 
50,000 円×貸与月数 

(※50,000 円×貸与月数分は返還) 

都内施設従事 25,000 円×貸与月数 都内施設に５年間従事 
25,000 円×貸与月数 

(※75,000 円×貸与月数分は返還) 

共通 

・引き続き養成 
施設等に在学 

・試験不合格 
・進学 
・やむを得ない 

理由 

貸与月額×貸与月数   

  
看護業務上の理由によ
る死亡又は心身の故障 

貸与月額×貸与月数 
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    ※３ 既に同一過程又は別課程で修学資金の貸与を受けていた場合は、同じ課程又は別課程で再度貸与を受けることが

できません。また、申込時点で看護師等の免許を既に取得している場合、保有免許と同一課程での貸与を受けること

はできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（５５））審審査査（（選選考考））及及びび貸貸与与決決定定（（通通知知））  

   申込書類等を審査（選考）の上、貸与の可否を決定し、８月中旬頃通知します。 

   なお、通知は各養成施設等を通じて行います。各養成施設等への通知前は、申込者本人からの問合せ

にはお答えできませんので御了承ください。 

※ 予算枠を超過する申込があった場合は、所得の低い方から優先的に貸与する場合があります。 

 
（（６６））貸貸与与方方法法  

    貸与決定後、申込時に申請された本人名義の指定口座に振り込みます。 

    振込回数について、申込年度は年 3 回、次年度以降は年４回となります。 

   ＜振込時期＞ 

    

 
  （（７７））借借用用証証書書のの作作成成  

    修学資金の貸与が終了したとき、又は退学等により修学資金の貸与が廃止されたときは、修学生は修

学資金借用証書に連帯保証人と連署・押印の上、連帯保証人の印鑑登録証明書を添付して提出しなけれ

ばなりません。 

 
（（８８））返返還還  

 ア 返還事由及び返還時期 

返還事由 返還時期 

（ア）退学、都外転出（都外在学者）、心身の故障のため修学を継続す

る見込みがなくなったとき、不正手段によって貸与を受けたとき、

死亡等（条例第 9 条第 1 項第 1 号から第 5 号まで又は第 7 号） 

返還事由が生じた日の属する月の

翌翌月月から 

（イ）貸与を辞退した後、養成施設を卒業し又は大学院を修了したと

き。（条例第 9 条第 1 項第 6 号） 返還事由が生じた日の属する月の

翌月から６６かか月月経過した日から 
（ウ）貸与期間が終了したとき。（条例第 11 条第 1 項第 3 号） 

【例１】准看護師課程を退学後、債務を返還中に、再度准看護師課程に入学した場合 

    →以前の貸与の返還債務を返還中のため、貸与を受けることができません。 

【例２】准看護師課程を退学後、債務を全額返還し、再度准看護師課程に入学した場合 

    →以前の貸与の返還債務を全額返還済のため、貸与を受けることができます。 

【例３】准看護師課程を卒業し、准看護師課程を取得後、引き続き正看護師課程に進学した場合 

    →准看護師の免許取得後すぐに正看護師課程へ進学しているため、新たに貸与を受けること

ができます。 
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なお、養成施設（大学院を除く。）に在学する方で、既に看護師免許を取得している場合は、保健師

又は助産師免許を取得し、卒業後都内施設又は指定施設において保健師又は助産師として従事すると免

除になります。就業に際して、保健師又は助産師の職務に従事しない場合は返還となります。 

 

  ※１ 従事猶予及び進学猶予を受けている方を対象に、従事及び在籍状況等、現況の確認を 2 年目以降

毎年行います。東京都から連絡が来た際は、指示された書類の提出をお願いいたします。 

※２ 返還中の場合、猶予の対象となるのは申請の翌月分からです。申請から遡って返還を猶予すること

はできません。 

※３ 免除の要件は、原則として卒業後すぐの就職先により判断します。 

※４ 指定施設から都内施設、都内施設から指定施設への転職は、全期間を都内施設で従事したものとみ

なします。 
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（（１１２２））シシミミュュレレーーシショョンン  

各貸与月額における免除完了に至るまでのシミュレーション図は以下のとおりです。ただし、これら

は一例であり、貸与状況と猶予申請等により、個別に状況は変わりますので御注意ください。 
  
 

2年目 3年目 5年目 6年目 免除額 返還額 （内訳）

900,000円 0円 25,000×36ヶ月

2年目 3年目 5年目 6年目 免除額 返還額 （内訳）

0円 900,000円 25,000×36ヶ月

2年目 3年目 5年目 6年目 免除額 返還額 （内訳）

900,000円 0円 25,000×36ヶ月
900,000円 25,000(※)×36ヶ月

2年目 3年目 5年目 6年目 免除額 返還額 （内訳）

1,800,000円 0円 50,000×36ヶ月

2年目 3年目 5年目 6年目 免除額 返還額 （内訳）

2,700,000円 0円 75,000×36ヶ月

2年目 3年目 5年目 6年目 免除額 返還額 （内訳）

900,000円 0円 25,000×36ヶ月
1,800,000円 50,000×36ヶ月

2年目 3年目 5年目 6年目 免除額 返還額 （内訳）

900,000円 0円 25,000×36ヶ月
2,700,000円 50,000×54ヶ月

2年目 3年目 5年目 6年目 免除額 返還額 （内訳）

2,700,000円 0円 75,000×36ヶ月
900,000円 25,000(※)×36ヶ月

従事猶予（都内）

従事猶予（指定）

②②卒卒業業後後、、指指定定施施設設にに55年年間間従従事事ししたた場場合合

1年目 4年目

①①卒卒業業後後、、指指定定施施設設にに77年年間間従従事事ししたた場場合合

1年目 4年目

従事猶予（指定）

②②卒卒業業後後、、指指定定施施設設にに77年年間間従従事事ししたた場場合合

1年目 4年目

②②卒卒業業後後、、都都内内施施設設にに55年年間間従従事事ししたた場場合合

1年目 4年目

従事猶予（都内）

1年目 4年目

②②卒卒業業後後、、都都外外施施設設にに就就業業ししたた場場合合

1年目 4年目

返還

ⅡⅡ　　貸貸与与月月額額55万万円円××貸貸与与月月数数3366かか月月（（貸貸与与総総額額118800万万円円））のの例例

ⅠⅠ　　貸貸与与月月額額22..55万万円円××貸貸与与月月数数3366かか月月（（貸貸与与総総額額9900万万円円））のの例例

ⅢⅢ　　貸貸与与月月額額77..55万万円円××貸貸与与月月数数3366かか月月（（貸貸与与総総額額227700万万円円））のの例例

ⅣⅣ　　貸貸与与月月額額1100万万円円××貸貸与与月月数数3366かか月月（（貸貸与与総総額額336600万万円円））のの例例

7年目

7年目

7年目

7年目

7年目

7年目

返還

従事猶予（指定）

①①卒卒業業後後、、都都内内施施設設にに55年年間間従従事事ししたた場場合合

1年目 4年目

従事猶予（都内）

①①卒卒業業後後、、都都内内施施設設にに55年年間間従従事事ししたた場場合合

従事猶予（都内）

返還(※)

※　一定の条件（猶予される返還債務と猶予されない返還債務がある場合、猶予されない返還債務を25,000円で除して得た期間が、
　貸与総額を月賦額で除して得た期間を超えないとき）を満たしたときは、月賦額を25,000円とすることも可能です。

7年目

返還

①①卒卒業業後後、、都都内内施施設設にに55年年間間従従事事ししたた場場合合

1年目 4年目 7年目

返還(※)
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なお、養成施設（大学院を除く。）に在学する方で、既に看護師免許を取得している場合は、保健師

又は助産師免許を取得し、卒業後都内施設又は指定施設において保健師又は助産師として従事すると免

除になります。就業に際して、保健師又は助産師の職務に従事しない場合は返還となります。 

 

  ※１ 従事猶予及び進学猶予を受けている方を対象に、従事及び在籍状況等、現況の確認を 2 年目以降

毎年行います。東京都から連絡が来た際は、指示された書類の提出をお願いいたします。 

※２ 返還中の場合、猶予の対象となるのは申請の翌月分からです。申請から遡って返還を猶予すること

はできません。 

※３ 免除の要件は、原則として卒業後すぐの就職先により判断します。 

※４ 指定施設から都内施設、都内施設から指定施設への転職は、全期間を都内施設で従事したものとみ

なします。 
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別表１ 都内施設（東京都看護師等修学資金貸与条例施行規則から抜粋（抄）） 

下記の規定に該当する指定施設を除いた施設です。 

なお、都内施設としての該当の有無は、就業時に判断することとなります。 

 

 

 

主な都内施設の例）病院（200 床以上）、特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）、保健所等 

  

別表２ 指定施設（東京都看護師等修学資金貸与条例施行規則から抜粋（抄）） 
 

下記の規定に該当するいずれかの施設です。 

なお、指定施設としての該当の有無は、就業時に判断することとなります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和５年１０月現在、上記７に該当する施設はありません。 

※保健医療局ホームページに主な指定施設の一覧を掲載しています。参考までに御確認ください。 

（https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/shikaku/syugaku/shisetsu.html） 

 

 

   

 

 必要書類を、各養成施設等に提出してください。各養成施設等では、書類作成のため、それぞれ提出期限

を設けていますので､案内に従ってください。書類の不備や記載事項に偽りがある場合は、審査（選考）の

対象外となる場合もありますので、十分注意してください。 

また、貸与資格の確認のため、必要書類のほかに関係書類を提出していただくことがあります。 

なお、一度御提出いただいた書類は、いかなる理由があっても返却できません。 

     
  

 

 

 

 

 

 

２２２２    申申申申込込込込手手手手続続続続    

  

１ 医療法第 7 条の許可を受けた病床が 200 床未満の病院 

２ 医療法第 7 条の許可を受けた病床数のうち精神病床数が 80％以上を占める病院 

３ ハンセン病療養所（対象施設：国立多磨全生園のみ） 

４ 医療法第 1 条の 5 第 2 項に規定する診療所（都内の診療所全て） 

５ 児童福祉法第 42 条第 2 号に規定する医療型障害児入所施設 

６ 児童福祉法第 6 条の 2 の 2 第 3 項に規定する指定発達支援医療機関 

（対象施設：国立精神・神経センター病院のみ） 

７ 地域保健法第 21 条第 2 項第 1 号に規定する特定町村（保健師の場合に限る。） 

８ 介護保険法第 8 条第 28 項に規定する介護老人保健施設 

９ 介護保険法第 8 条第 29 項に規定する介護医療院 

１０ 介護保険法第 41 条第 1 項に規定する指定居宅サービス(同法第 8 条第 4 項に規定する訪問看護に

限る。)の事業を行う事業所  

１１ 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第 11 条第 1 号に規定する施設 

（※この施設のみ、東京都の域外に所在しています。） 

都内に存する施設であって、医療法その他法令に基づき、保健師、助産師、看護師又は准看護師のいず

れかを配置するもの 
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 申込の際に必要な書類は以下のとおりです。コピーと記載のあるものを除いて、全て原本を提出してくださ

い。 

なお、状況により追加資料がある場合もございますので、御了承ください。 

○…必ず提出 

△…該当がある場合のみ提出 

 必 要 書 類 区分 備  考  詳細 

申
込
者 

① 修学資金貸与申込書 〇  Ｐ16～20 

② 

申込者や扶養者の住民票 ○ 

（注１） Ｐ8～12 

申込者と同一生計の者で上記住民票に記

載されていない者がいる場合、その者の住

民票又は健康保険証のコピー 

△ 

③ 扶養者等の収入等に関する証明書類 ○ 

④ 
家族の状況についての証明書類 △ 

 Ｐ13 
特別控除等についての証明書類 △ 

⑤ 
東京都看護師等修学資金口座振込依頼書 〇 

 Ｐ22～23 
通帳のコピー ○ 

⑥
大
学
院

の
み 

看護師免許証のコピー 〇   

連 

帯 
保
証
人 

⑦ 連帯保証人の住民票 ○ 
  （注１） 

Ｐ14～15 ⑧ 連帯保証人の収入を証明する書類 ○ 

⑨ 連帯保証人の印鑑登録証明書 〇  

（注１）連帯保証人と扶養者が同一の場合で、②③と⑦⑧の内容が重複する際は、②③のみの提出でかまいま

せん(⑦⑧として再度提出する必要はありません。)。 

 

 

  

 ①ママイイナナンンババーーがが記記載載さされれたた書書類類はは提提出出ししなないいででくくだだささいい。。 

    マイナンバーを使用できる事務は、法律や条例で定められています。東京都看護師等修学資金は、本人の

同意があっても、マイナンバーが記載された書類を受理することができません。 

  ※住民票や収入証明書類（特に給与所得者の扶養控除等（異動）申告書）に記載されていることが多いの

で注意してください。 

 

 ②健康保険証を提出する際は、保保険険者者番番号号、、被被保保険険者者等等記記号号、、番番号号ににママススキキンンググをを施施しし、見えないように 

して提出してください。 

３３３３    申申申申込込込込にににに必必必必要要要要なななな書書書書類類類類    

  
（（１１））必必要要書書類類一一覧覧表表  

（（２２））ママイイナナンンババーー及及びび健健康康保保険険証証のの取取扱扱いいににつついいてて  
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別表１ 都内施設（東京都看護師等修学資金貸与条例施行規則から抜粋（抄）） 

下記の規定に該当する指定施設を除いた施設です。 

なお、都内施設としての該当の有無は、就業時に判断することとなります。 

 

 

 

主な都内施設の例）病院（200 床以上）、特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）、保健所等 

  

別表２ 指定施設（東京都看護師等修学資金貸与条例施行規則から抜粋（抄）） 
 

下記の規定に該当するいずれかの施設です。 

なお、指定施設としての該当の有無は、就業時に判断することとなります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和５年１０月現在、上記７に該当する施設はありません。 

※保健医療局ホームページに主な指定施設の一覧を掲載しています。参考までに御確認ください。 

（https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/shikaku/syugaku/shisetsu.html） 

 

 

   

 

 必要書類を、各養成施設等に提出してください。各養成施設等では、書類作成のため、それぞれ提出期限

を設けていますので､案内に従ってください。書類の不備や記載事項に偽りがある場合は、審査（選考）の

対象外となる場合もありますので、十分注意してください。 

また、貸与資格の確認のため、必要書類のほかに関係書類を提出していただくことがあります。 

なお、一度御提出いただいた書類は、いかなる理由があっても返却できません。 

     
  

 

 

 

 

 

 

２２２２    申申申申込込込込手手手手続続続続    

  

１ 医療法第 7 条の許可を受けた病床が 200 床未満の病院 

２ 医療法第 7 条の許可を受けた病床数のうち精神病床数が 80％以上を占める病院 

３ ハンセン病療養所（対象施設：国立多磨全生園のみ） 

４ 医療法第 1 条の 5 第 2 項に規定する診療所（都内の診療所全て） 

５ 児童福祉法第 42 条第 2 号に規定する医療型障害児入所施設 

６ 児童福祉法第 6 条の 2 の 2 第 3 項に規定する指定発達支援医療機関 

（対象施設：国立精神・神経センター病院のみ） 

７ 地域保健法第 21 条第 2 項第 1 号に規定する特定町村（保健師の場合に限る。） 

８ 介護保険法第 8 条第 28 項に規定する介護老人保健施設 

９ 介護保険法第 8 条第 29 項に規定する介護医療院 

１０ 介護保険法第 41 条第 1 項に規定する指定居宅サービス(同法第 8 条第 4 項に規定する訪問看護に

限る。)の事業を行う事業所  

１１ 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第 11 条第 1 号に規定する施設 

（※この施設のみ、東京都の域外に所在しています。） 

都内に存する施設であって、医療法その他法令に基づき、保健師、助産師、看護師又は准看護師のいず

れかを配置するもの 
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①①  申申込込者者のの住住民民票票    

    申込者と同同一一世世帯帯全全員員（（※※））のもので、世世帯帯主主及及びび続続柄柄、本本籍籍及及びび筆筆頭頭者者（（外外国国籍籍のの場場合合はは、、国国

籍籍及及びび在在留留資資格格））全全てての記載があるもの。 

※住民票に「世帯全員のものである」旨の記載があることが必要です。 

 単身世帯の方も住民票請求の際に「全員」分と請求してください。 
 

    ②②  次次ののいいずずれれかかにに該該当当すするるととききはは、、上上記記のの住住民民票票にに加加ええてて、、次次のの書書類類をを提提出出ししててくくだだささいい。。  

      アア  申申込込者者とと扶扶養養者者のの住住民民票票がが別別ででああるる場場合合  

・扶養者の住民票（その扶養者と同一世帯全員の記載のあるもの） 

 

     イイ  上上記記のの住住民民票票にに記記載載さされれてていいるる方方以以外外にに被被扶扶養養者者ががいいるる場場合合  

・その方の住民票。ただし、その方の氏名、住所、生年月日が確認できる公的書類（健康保険証の

コピー等）があれば住民票に代えることができます。 

 

     ウウ  住住民民票票記記載載のの住住所所とと現現住住所所がが相相違違すするる場場合合  

対象者 提出書類 

申込者 

連帯保証人 

①住民票を移していない理由書 （本人の署名・押印が必要） 

（様式自由／サイズは A4 版縦（横書き）を推奨） 

②現住所を確認できる資料の写し（例）公共料金の領収書等 

上記以外で、申込者と同一生計

の方（住民票に記載のある方） 
①現住所を確認できる資料の写し（例）公共料金の領収書等 

 

 

 

 

 

 

申込者 扶養者 
収入に関する証明書類の

提出が必要な方 
備考 

扶養を受け

ている 

父母 父母双方 父母の一方や配偶者が「控除対象配偶者」の場合は、

当該「控除対象配偶者」分の証明書類は不要です。た

だし、「配偶者特別控除」の対象となっている場合は、

証明書類が必要となります。 

父母以外 その方とその方の配偶者 

扶養を受け

ていない 
 申込者本人、配偶者 

  

 

（（３３））申申込込者者等等住住民民票票  

同一生計(*)に係る世帯の令令和和６６年年３３月月 11 日日以以降降にに発発行行された住民票を提出していただきます。 

(*)同一生計については、２1 ページを参照してください。 

 

（（４４））扶扶養養者者等等のの収収入入等等にに関関すするる証証明明書書類類  

同一生計に係る世帯の前前年年のの収収入入状状況況をを証証明明すするる書書類類を提出していただきます。（９～1２ページ参照） 

※申込者の扶養関係の状況により、収入に関する証明書類を提出する方が異なります。 
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＜＜収収入入及及びび扶扶養養状状況況等等にに関関すするる証証明明書書類類のの提提出出一一覧覧表表＞＞ 

同一生計における「「①①扶扶養養者者」」及及びび「「②②そそのの配配偶偶者者」」のの双双方方について、該当する就業状況（ア～エ）

に応じて、下表にある必要書類を提出してください（２5 ページの別表３「収入確認書類フロー図」参照）。 

 

離別等により、①②双方の書類を提出できない場合は、①扶養者の収入証明書類から、ひとり親であること

を確認します。 

①扶養者の収入証明書類からひとり親であることが確認できない場合は、「給与所得者の扶養控除等（異動）

申告書のコピー」または「戸籍抄本」を追加で提出してください。 

 

 

ア 「（１か所のみから）給与を受けている」  

 

 

（注１）源泉徴収票の退職日に記入がある場合は、証明書類となりません。申込現在の就業状況を確認するため、現勤務先等の

収入証明書類を提出してください。 

（注２）2 か所以上から給与を得ていて確定申告をした場合は、源泉徴収票の代わりとして、「確定申告書（控）のコピー」を

提出してください。次ページ参照。 

（注３）「扶養証明書」は、所得税法上の扶養関係である旨と、扶養者の氏名、所得税法上の扶養親族全員の氏名、続柄及び生

年月日を記載し、扶養者の勤務先(転職後の場合は新勤務先)による証明の上、提出してください。 

就就業業状状況況  必必要要書書類類  申申込込書書へへのの記記入入方方法法  

①令和５年 

１月２日以降に

就職・転職なし 

「「令令和和５５年年分分のの源源泉泉徴徴収収票票ののココピピーー」」（注１）参照 

※２か所以上から給与を得ている者は、（注２）参照 

●●源源泉泉徴徴収収票票 

【支払金額】を『(1)給与・年金収

入』の欄に記入します。 

②令和５年 

1 月 2 日以降に 

就職・転職あり 

「「AA ののいいずずれれかか」」  及及びび  「「BB ののいいずずれれかか」」のの書書類類  

（（BB はは扶扶養養者者ででああるる場場合合ののみみ必必要要でですす。。））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

※旧勤務先からの証明は、不要です。 

●●年年収収見見込込証証明明書書 

年収見込額を『(1)給与・年金収入』

の欄に記入します。 

 

●●給給与与明明細細 

 以下のとおり年収見込額を推算し、

『(1)給与・年金収入』の欄に記入し

ます。 

賞与ありの場合：平均月収×16 

賞与なしの場合：平均月収×12 

 

※算出式は、給与明細等の余白に記

入してください。 

※申込時に計算式が記入されてい

ない場合は平均月収×16で計算しま

す。 

・・「「扶扶養養証証明明書書」」（様式自由） ※（注３）参照 

または  

・「「令令和和６６年年分分のの給給与与所所得得者者のの扶扶養養控控除除等等（（異異動動））

申申告告書書ののココピピーー」」（扶養者の新勤務先にて取得） 

  

BB  

  

・・「「年年収収見見込込証証明明書書」」（新勤務先にて作成） 

または  

・・「「直直近近 33 かか月月以以上上のの給給与与明明細細ののココピピーー」」  

（新勤務先にて発行）  

※氏名・勤務先名称が確認できること 

AA  
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①①  申申込込者者のの住住民民票票    

    申込者と同同一一世世帯帯全全員員（（※※））のもので、世世帯帯主主及及びび続続柄柄、本本籍籍及及びび筆筆頭頭者者（（外外国国籍籍のの場場合合はは、、国国

籍籍及及びび在在留留資資格格））全全てての記載があるもの。 

※住民票に「世帯全員のものである」旨の記載があることが必要です。 

 単身世帯の方も住民票請求の際に「全員」分と請求してください。 
 

    ②②  次次ののいいずずれれかかにに該該当当すするるととききはは、、上上記記のの住住民民票票にに加加ええてて、、次次のの書書類類をを提提出出ししててくくだだささいい。。  

      アア  申申込込者者とと扶扶養養者者のの住住民民票票がが別別ででああるる場場合合  

・扶養者の住民票（その扶養者と同一世帯全員の記載のあるもの） 

 

     イイ  上上記記のの住住民民票票にに記記載載さされれてていいるる方方以以外外にに被被扶扶養養者者ががいいるる場場合合  

・その方の住民票。ただし、その方の氏名、住所、生年月日が確認できる公的書類（健康保険証の

コピー等）があれば住民票に代えることができます。 

 

     ウウ  住住民民票票記記載載のの住住所所とと現現住住所所がが相相違違すするる場場合合  

対象者 提出書類 

申込者 

連帯保証人 

①住民票を移していない理由書 （本人の署名・押印が必要） 

（様式自由／サイズは A4 版縦（横書き）を推奨） 

②現住所を確認できる資料の写し（例）公共料金の領収書等 

上記以外で、申込者と同一生計

の方（住民票に記載のある方） 
①現住所を確認できる資料の写し（例）公共料金の領収書等 

 

 

 

 

 

 

申込者 扶養者 
収入に関する証明書類の

提出が必要な方 
備考 

扶養を受け

ている 

父母 父母双方 父母の一方や配偶者が「控除対象配偶者」の場合は、

当該「控除対象配偶者」分の証明書類は不要です。た

だし、「配偶者特別控除」の対象となっている場合は、

証明書類が必要となります。 

父母以外 その方とその方の配偶者 

扶養を受け

ていない 
 申込者本人、配偶者 

  

 

（（３３））申申込込者者等等住住民民票票  

同一生計(*)に係る世帯の令令和和６６年年３３月月 11 日日以以降降にに発発行行された住民票を提出していただきます。 

(*)同一生計については、２1 ページを参照してください。 

 

（（４４））扶扶養養者者等等のの収収入入等等にに関関すするる証証明明書書類類  

同一生計に係る世帯の前前年年のの収収入入状状況況をを証証明明すするる書書類類を提出していただきます。（９～1２ページ参照） 

※申込者の扶養関係の状況により、収入に関する証明書類を提出する方が異なります。 
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イ 「個人で事業を営んでおり、確定申告をしている」 

 

 

 

（注４）確定申告書（控）に税務署の受付印がない場合は、市区町村発行の令和５年分所得についての「課税（所得）証明書」

または「税務署発行の納税証明書（その２）」のいずれかを追加で提出してください。 

（注５）e-tax などの電子申告により行った場合は、「確定申告書」又は「申告内容確認票」の第一表及び第二表を提出してく

ださい。いずれも受付日時等が印字されたものを提出する必要があります。 

（注６）「市民税・県民税特別徴収税額の通知書」、「納税証明書」は所得の内訳の記載がないため証明書として認められません。 

（注７）不動産収入のみの場合は、「開業届」または、「青色申告書（控）の写し」を追加で提出してください。 

（注８）事業主・事業内容・勤務先住所を記載し、署名・実印を押印した「自営業就労申立書」を追加で提出してください。 

 

就就業業状状況況  必必要要書書類類  申申込込書書へへのの記記入入方方法法  

③令和５年 

１月２日以降に

廃業等なし 

下下枠枠中中ののいいずずれれかかのの書書類類  （（いいずずれれもも受受付付印印がが必必要要））  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

※不動産収入のみの場合（注７）参照 

※勤務先や屋号の記載がない場合（注８）参照 

【所得金額】の合計を『(2)事業・

他の所得』の欄に記入します。 

 

●給与所得、雑所得（公的年金）が

含まれている場合 

【収入金額等】欄 

→給与及び公的年金等の額を『(1)

給与・年金収入』の欄に記入します。 

【所得金額】欄 

→合計額から給与及び雑（公的年金

等）を差し引いた金額を『(2)事業・

他の所得』の欄に記入します。 

④令和５年 

1 月 2 日以降に 

開業等あり 

「「AA」」  及及びび  「「BB ののいいずずれれかか」」のの書書類類  

  

  

  

  

  

  

  

収入（売上）金額から必要経費を差

し引いて所得を推算し、『(2)事業・他

の所得』の欄に記入します。 

左記必要書類の余白に計算式を記

入してください。 

・・「「令令和和５５年年分分のの確確定定申申告告書書（（第第一一表表とと第第二二表表））

（（控控））ののココピピーー」」  

※税務署の受付印がない場合（注４）参照 

※電子申告をした場合（注５）参照 

 

・「「市市（（区区町町村村））民民税税・・県県（（都都道道府府））民民税税申申告告

書書（（控控））ののココピピーー」」  

（令和６年２月～３月に申告したもの） 

※（注６）参照 

・・「「直直近近 33 かか月月以以上上のの帳帳簿簿等等ののココピピーー」」 

 

AA  

・・「「令令和和５５年年分分のの確確定定申申告告書書（（第第一一表表とと第第二二表表））

（（控控））ののココピピーー」」  

※税務署の受付印がない場合（注４）参照 

※電子申告をした場合（注５）参照 

 または 

・「「市市（（区区町町村村））民民税税・・県県（（都都道道府府））民民税税申申告告

書書（（控控））ののココピピーー」」  

（令和６年２月～３月に申告したもの） 

※（注６）、（注７）参照 

※勤務先や屋号の記載がない場合（注８）参照 

BB  
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ウ 「申込日現在、無職・無収入」 

 

就就業業状状況況  必必要要書書類類  申申込込書書へへのの記記入入方方法法  

⑤令和５年 

1月2日以降に退職

後、無職・無収入 

「「AA ののいいずずれれかか」」  及及びび  「「BB」」のの書書類類 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※所得税法上の扶養親族がいる場合は（注９）参照 

『(1)給与・年金収入』

の欄に「０（ゼロ）」と記

入します。 

⑥令和５年 

１月２日以降、 

休職している場合 

「「ＡＡ」」  及及びび  「「ＢＢ」」のの書書類類  

   年収見込額を『(1)給

与・年金収入』の欄に記入

します。 

⑦令和５年 

1 月 1 日以前から、

現在まで収入なし 

・・「「令令和和６６年年度度住住民民税税課課税税（（非非課課税税））証証明明書書」」  

※「所得金額 0 円」と記載があること（市区町村発行） 

※（注９・注１０）参照 

『(1)給与・年金収入』

の欄に「０（ゼロ）」と記

入します。 

⑧令和６年分から 

配偶者等の扶養に

入った場合 

（前年の源泉徴収

票等に被扶養者と

して記名がない） 

下下枠枠中中ののいいずずれれかかのの書書類類  

  

  

  

  

  

   

扶養に入った者の『(1)

給与・年金収入』の欄に「０

（ゼロ）」と記入します。 

 

（注９）令和６年 6 月頃発行を開始する自治体が多数であるため、書類提出締切日に間に合わない場合は学校に御

相談ください。 

（注１０）所得税法上の扶養親族がいる場合、本人が作成した「扶養申告書」（様式自由）と、扶養人数の記載があ

る「令和６年度住民税課税（非課税）証明書」を提出してください。 

 

・・「「退退職職証証明明書書」」  
（様式自由。旧勤務先が公印により証明していること。） 

 または 

・・「「雇雇用用保保険険受受給給資資格格者者証証ののココピピーー」」  
（ハローワークより交付） 

 または 

・・「「雇雇用用保保険険被被保保険険者者資資格格喪喪失失確確認認通通知知書書ののココピピーー  

ままたたはは  離離職職票票ののココピピーー」」  

※いずれも退職日・旧勤務先名称等が確認できること 

・・「「各各種種健健康康保保険険証証ののココピピーー」」 BB  

ＡＡ  

  

・・「「年年収収見見込込証証明明書書」」  

 

ＡＡ  

  

・・「「各各種種健健康康保保険険証証ののココピピーー」」  BB  

  

・・「「扶扶養養証証明明書書」」（様式自由）  ※（P９注３）参照  

または 

・「令令和和６６年年分分のの給給与与所所得得者者のの扶扶養養控控除除等等（（異異動動））申申告告

書書ののココピピーー」」（扶養者の勤務先にて取得） 
 

 または 

・「『『次次回回のの確確定定申申告告でで税税法法上上のの扶扶養養親親族族ととすするる』』旨旨のの

確確約約書書」」（扶養者が確定申告をしている場合のみ） 
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イ 「個人で事業を営んでおり、確定申告をしている」 

 

 

 

（注４）確定申告書（控）に税務署の受付印がない場合は、市区町村発行の令和５年分所得についての「課税（所得）証明書」

または「税務署発行の納税証明書（その２）」のいずれかを追加で提出してください。 

（注５）e-tax などの電子申告により行った場合は、「確定申告書」又は「申告内容確認票」の第一表及び第二表を提出してく

ださい。いずれも受付日時等が印字されたものを提出する必要があります。 

（注６）「市民税・県民税特別徴収税額の通知書」、「納税証明書」は所得の内訳の記載がないため証明書として認められません。 

（注７）不動産収入のみの場合は、「開業届」または、「青色申告書（控）の写し」を追加で提出してください。 

（注８）事業主・事業内容・勤務先住所を記載し、署名・実印を押印した「自営業就労申立書」を追加で提出してください。 

 

就就業業状状況況  必必要要書書類類  申申込込書書へへのの記記入入方方法法  

③令和５年 

１月２日以降に

廃業等なし 

下下枠枠中中ののいいずずれれかかのの書書類類  （（いいずずれれもも受受付付印印がが必必要要））  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

※不動産収入のみの場合（注７）参照 

※勤務先や屋号の記載がない場合（注８）参照 

【所得金額】の合計を『(2)事業・

他の所得』の欄に記入します。 

 

●給与所得、雑所得（公的年金）が

含まれている場合 

【収入金額等】欄 

→給与及び公的年金等の額を『(1)

給与・年金収入』の欄に記入します。 

【所得金額】欄 

→合計額から給与及び雑（公的年金

等）を差し引いた金額を『(2)事業・

他の所得』の欄に記入します。 

④令和５年 

1 月 2 日以降に 

開業等あり 

「「AA」」  及及びび  「「BB ののいいずずれれかか」」のの書書類類  

  

  

  

  

  

  

  

収入（売上）金額から必要経費を差

し引いて所得を推算し、『(2)事業・他

の所得』の欄に記入します。 

左記必要書類の余白に計算式を記

入してください。 

・・「「令令和和５５年年分分のの確確定定申申告告書書（（第第一一表表とと第第二二表表））

（（控控））ののココピピーー」」  

※税務署の受付印がない場合（注４）参照 

※電子申告をした場合（注５）参照 

 

・「「市市（（区区町町村村））民民税税・・県県（（都都道道府府））民民税税申申告告

書書（（控控））ののココピピーー」」  

（令和６年２月～３月に申告したもの） 

※（注６）参照 

・・「「直直近近 33 かか月月以以上上のの帳帳簿簿等等ののココピピーー」」 

 

AA  

・・「「令令和和５５年年分分のの確確定定申申告告書書（（第第一一表表とと第第二二表表））

（（控控））ののココピピーー」」  

※税務署の受付印がない場合（注４）参照 

※電子申告をした場合（注５）参照 

 または 

・「「市市（（区区町町村村））民民税税・・県県（（都都道道府府））民民税税申申告告

書書（（控控））ののココピピーー」」  

（令和６年２月～３月に申告したもの） 

※（注６）、（注７）参照 

※勤務先や屋号の記載がない場合（注８）参照 

BB  
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エ 「その他」 

 

就就業業状状況況  必必要要書書類類  申申込込書書へへのの記記入入方方法法  

⑨年金を受給中 

下下枠枠中中ののいいずずれれかかのの書書類類  

  

   年額を『(1)給与・年金収入』の欄に記

入します。 

⑩生活保護を受給中 

・・「「生生活活保保護護受受給給証証明明書書ののココピピーー」」  

（（受受給給者者全全員員分分））  

（住所地の市区町村福祉事務所より交付） 

収入がある場合は、『(1)給与・年金収

入』の欄に収入額を記入します。 

収入がない場合は、『(1)給与・年金収

入』の欄に「０（ゼロ）」と記入します。 

申込書の『生活保護』の『該当』欄に

○を記入してください。 

・・「「年年金金振振込込通通知知書書ののココピピーー」」  

  または 

・・「「年年金金額額改改定定通通知知書書ののココピピーー」」  

  （日本年金機構より交付） 

正正確確なな収収入入・・所所得得金金額額、、扶扶養養家家族族人人員員等等がが確確認認ででききなないい場場合合はは、、追追加加書書類類をを提提出出ししてていいたただだくくここととががあありりまますす。。  
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同一生計の者の中に以下に該当する者がいる場合は、資料の提出が必要です。 

＜家族の状況（貸与審査時の所得控除）＞ 

家族の状況 必要書類 申込書への記入方法 

ⅰ 高等学校以上に

在学する者がいる

場合 

高等学校以上に在学する学生の「「学学生生証証ののココピピーー」」  

※氏名、学校名、在学期間（入学年度）が確認できること 

家族構成（イ就学

者）欄に氏名等を記載

します。 

ⅱ 障害のある者が

いる場合 

下下枠枠中中ののいいずずれれかかのの書書類類  

  

  

   

障害者の欄に○を

記入します。 

ⅲ 母子・父子家庭で

18歳未満の子を扶

養する場合 

 

（収入証明書類で、 

確認できない場合） 

ひひととりり親親ででああるるここととがが確確認認ででききるるいいずずれれかかのの公公的的書書類類  

  

  

  

  

  

  

  

※上記書類を提出できない場合のみ、「「事事情情書書」」、、「「ひひととりり

親親家家庭庭申申告告書書」」（（扶扶養養者者がが作作成成、、様様式式自自由由））及び「令令和和６６年年

度度住住民民税税課課税税（（非非課課税税））証証明明書書」」の全てを提出してください。 

母子・父子家庭の欄

に〇を記入します。 

 

＜特別控除＞ 

特別控除 必要書類 申込書の記入 

ⅰ 主たる生計支

持者が単身赴任

等により別居し

ている場合 

① 別居の事由を証明する書類（辞令等）の

コピー 

② 別居により特別に支出している費用の領

収書や不動産の賃借関係書類のコピー 

②の合計額を記入します。 

（引越代、帰省交通費、住居費、食費、

光熱水費、家具・家事用品の実費に限る。） 

ⅱ 長期療養者が

いる場合 

①医師の診断書のコピー 

②療養のために特別に支出している金額を

証明する書類（医療費の領収書等）のコピー 

②の合計額を記入します。 

※「長期療養者」とは、申込時現在にお

いて６か月以上療養中の方、または療養

が必要と認められる方です。 

ⅲ 火災、風水害

又は盗難等の被

害を受けた場合 

災害、盗難等の証明書 

（警察、消防、その他官公署で発行） 

控除額は、最低限度の衣料・家具等の

購入費、修理費等のみで、保険や損害賠

償等により補填された金額は控除額から

除きます（所得税の雑損控除を受ける場

合は、その額を控除可。）。 

（（５５））家家族族のの状状況況((貸貸与与審審査査時時のの所所得得控控除除))及及びび特特別別控控除除ににつついいてて  

・・「「障障害害者者手手帳帳ののココピピーー」」（例：身体障害者手帳、療育手帳(愛

の手帳)、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳等）  

・・「「住住民民税税課課税税（（非非課課税税））証証明明書書」」    

※「障害者」の表示が確認できること  

・・「「ママルル親親医医療療証証ののココピピーー」」  

・・「「児児童童扶扶養養手手当当証証書書ののココピピーー」」  

・・「「児児童童育育成成手手当当受受給給者者証証ののココピピーー」」  

・・「「令令和和６６年年分分のの給給与与所所得得者者のの扶扶養養控控除除等等（（異異動動））申申告告

書書ののココピピーー」」  

・・戸戸籍籍抄抄本本  等等  
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エ 「その他」 

 

就就業業状状況況  必必要要書書類類  申申込込書書へへのの記記入入方方法法  

⑨年金を受給中 

下下枠枠中中ののいいずずれれかかのの書書類類  

  

   年額を『(1)給与・年金収入』の欄に記

入します。 

⑩生活保護を受給中 

・・「「生生活活保保護護受受給給証証明明書書ののココピピーー」」  

（（受受給給者者全全員員分分））  

（住所地の市区町村福祉事務所より交付） 

収入がある場合は、『(1)給与・年金収

入』の欄に収入額を記入します。 

収入がない場合は、『(1)給与・年金収

入』の欄に「０（ゼロ）」と記入します。 

申込書の『生活保護』の『該当』欄に

○を記入してください。 

・・「「年年金金振振込込通通知知書書ののココピピーー」」  

  または 

・・「「年年金金額額改改定定通通知知書書ののココピピーー」」  

  （日本年金機構より交付） 

正正確確なな収収入入・・所所得得金金額額、、扶扶養養家家族族人人員員等等がが確確認認ででききなないい場場合合はは、、追追加加書書類類をを提提出出ししてていいたただだくくここととががあありりまますす。。  
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① 連帯保証人は１名必要です。 

  ② 原則、４親等以内の親族であること（配偶者も含む。）（※１）。 

  ③ 成年であること。 

  ④ 貸与申込時から返還終了時まで一定の職業に就き、かつ独立の生計を営んでいること（無職の者、年

金収入のみの者、生活保護受給者は原則として不可）。 

  ⑤ 本修学資金に関して、他の被貸与者、申込者の保証をしていない（しない）こと。 

  ⑥ 債務整理中（破産等）ではないこと。 

  ⑦ 所得税法上の扶養に入っていないこと（※２）。 

 

  ※１ ②を満たせない場合、以下の基準以上の収入を有していれば可とします。 

世帯人員 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 

平均月額 177,000 円 261,000 円 319,000 円 376,000 円 411,000 円 

世帯人員 6 人 7 人 8 人 9 人 10 人 

平均月額 459,000 円 513,000 円 558,000 円 603,000 円 648,000 円 

 

※２ 所得税法上の扶養に入っている方は、連帯保証人になることができません。 

    例：母親に収入があり、父親の所得税法上の扶養に入っている場合 ⇒ 父親のみ連帯保証人可 

      母親に収入があり、父親の所得税法上の扶養に入っていない場合 ⇒ 父親も母親も連帯保証人可 

 

 

高祖父母
4 (凡例） 1，2，3　  ……血族の親等

一，二，三　  ……姻族の親等

三
義曾祖父母 曾祖父

3

二
義祖父母 祖父母

2
伯叔祖父母

4

三
義伯叔父母

一
義父母 父母

1 三
配偶者 伯叔父母

3

二
義兄弟姉妹 配偶者 本人 配偶者 兄弟姉妹

2
従兄弟姉妹

4

　 二

三
義甥姪

一
配偶者 子

1
配偶者 甥姪

3
三

二
配偶者 孫

2
姪孫

4

三
配偶者 曾孫

3

玄孫
4

４親等以内の親族は以下の通り。

一、４親等以内の血族

二、配偶者

三、３親等以内の姻族

 

  

４４４４    連連連連帯帯帯帯保保保保証証証証人人人人のののの資資資資格格格格とととと提提提提出出出出書書書書類類類類    

  

参考 ４親等以内の親族の範囲 

（（１１））連連帯帯保保証証人人のの資資格格等等  
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- 15 - 

 

  
  
連連帯帯保保証証人人ににつついいてて、、次次のの書書類類をを提提出出ししててくくだだささいい。。  

  

【【注注意意事事項項】】  

  （１）貸与申込書への署名・押印は、必ず連帯保証人となる本人が行ってください。 

（２）連帯保証人になっていただく方には、この制度について十分に御理解いただけるよう、巻末の『【連

帯保証人の方へ】東京都看護師等修学資金制度概要』を切り取って渡し、必ず承諾をとってください。

貸与終了時にはあらためて借用証書への連帯保証人の署名・押印と印鑑登録証明書の提出が必要です。 

なお、貸与終了時から返還終了時までに無職又は年金収入のみになられた方は、連帯保証人を変更

していただきます。 

（３）貸与決定時には、連帯保証人宛てに通知を送付します。 

（４）署名等に疑義がある場合は、東京都より、連帯保証人に電話で確認させていただくことがあります

ので、あらかじめ御了承ください。 

提出書類 注意事項 

１ 印鑑登録証明書 

・ 修学資金貸与申込書の裏面に押印する印鑑は、印鑑登録

証明書と同じものを使用してください。 

・ 令令和和６６年年３３月月 11 日日以以降降にに発発行行さされれたたもものの  

2 収入に関する証明書類 

・ ９～１２ページの＜収入及び扶養状況等に関する証明書類

の提出一覧表＞を参考に、収入に関する証明書類を提出して

ください。ただし、扶養に関する書類（表中Ⓑ）は不要です。 

※ 源泉徴収票の退職日に記入がある場合は無効です。申込現在

の就業状況を確認するため、現勤務先等の収入証明書類を提出

してください。 

※ 住民税課税証明書は、就業先が確認できないため、証明書類

として認められません。 

３ 住民票 

・ 世世帯帯主主及及びび続続柄柄、本本籍籍及及びび筆筆頭頭者者全全てての記載がある住民

票を提出してください。  

・ 令令和和６６年年３３月月 11 日日以以降降にに発発行行さされれたたもものの  

※ ママイイナナンンババーーはは記記載載ししなないいででくくだだささいい。。 

・・  「「世世帯帯全全員員ののももののででああるる」」旨旨のの記記載載ががああるるここととがが必必要要でで

すす。。単身世帯の方も住民票請求の際に「全員分」と請求し

てください。 

※ 住民票記載の住所と現住所が相違する場合は、８ページ

を参照してください。 

（（２２））連連帯帯保保証証人人のの提提出出書書類類  
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① 連帯保証人は１名必要です。 

  ② 原則、４親等以内の親族であること（配偶者も含む。）（※１）。 

  ③ 成年であること。 

  ④ 貸与申込時から返還終了時まで一定の職業に就き、かつ独立の生計を営んでいること（無職の者、年

金収入のみの者、生活保護受給者は原則として不可）。 

  ⑤ 本修学資金に関して、他の被貸与者、申込者の保証をしていない（しない）こと。 

  ⑥ 債務整理中（破産等）ではないこと。 

  ⑦ 所得税法上の扶養に入っていないこと（※２）。 

 

  ※１ ②を満たせない場合、以下の基準以上の収入を有していれば可とします。 

世帯人員 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 

平均月額 177,000 円 261,000 円 319,000 円 376,000 円 411,000 円 

世帯人員 6 人 7 人 8 人 9 人 10 人 

平均月額 459,000 円 513,000 円 558,000 円 603,000 円 648,000 円 

 

※２ 所得税法上の扶養に入っている方は、連帯保証人になることができません。 

    例：母親に収入があり、父親の所得税法上の扶養に入っている場合 ⇒ 父親のみ連帯保証人可 

      母親に収入があり、父親の所得税法上の扶養に入っていない場合 ⇒ 父親も母親も連帯保証人可 

 

 

高祖父母
4 (凡例） 1，2，3　  ……血族の親等

一，二，三　  ……姻族の親等

三
義曾祖父母 曾祖父

3

二
義祖父母 祖父母

2
伯叔祖父母

4

三
義伯叔父母

一
義父母 父母

1 三
配偶者 伯叔父母

3

二
義兄弟姉妹 配偶者 本人 配偶者 兄弟姉妹

2
従兄弟姉妹

4

　 二

三
義甥姪

一
配偶者 子

1
配偶者 甥姪

3
三

二
配偶者 孫

2
姪孫

4

三
配偶者 曾孫

3

玄孫
4

４親等以内の親族は以下の通り。

一、４親等以内の血族

二、配偶者

三、３親等以内の姻族

 

  

４４４４    連連連連帯帯帯帯保保保保証証証証人人人人のののの資資資資格格格格とととと提提提提出出出出書書書書類類類類    

  

参考 ４親等以内の親族の範囲 

（（１１））連連帯帯保保証証人人のの資資格格等等  
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【注意事項】 

（１） １９～２０ページの記入例を参考にして記入してください。 

（２） 申込書は、必ず両面印刷のものを使用してください。 

（３） 記入に当たっては、黒又は青の油性ボールペンを使用してください。消えるボールペンや鉛筆は使用 

できません。 

（４） 訂正の際は、修正テープ等を使用せず、二重線を引き、訂正印を押印してください（スタンプ印（シ 

ャチハタ等）は使用不可）。訂正印は、記入している方の印鑑を使用してください。 

（５） 事実と異なる場合、記入漏れがある場合には、審査の対象外となりますので注意してください。 

 

【表面】 

番号 区分 内容 

① 学校課程コード ・養成施設等が記入します。 

② 貸与希望月額 

・希望する貸与月額１つに〇を記入してください。 

★金額を訂正する場合は、申込者及び連帯保証人双方の印で訂正していただくか、

申込書を再度作成してください。 

・貸与承認後の貸与月額の変更はできません。 

③ 
フリガナ 

氏名 

・ フリガナはカタカナで記入し、姓と名との間は１マス空けてください。 

・ フリガナの濁点（ ﾞ ）や半濁点（ ﾟ ）は１マスに記入してください。 

・ 氏名は漢字等で記入し、姓と名との間は１マス空けてください。 

・ 住民票に記載されている氏名を記入してください。 

 生年月日 ・和暦で記入してください。 

④ 年齢・学年 ・申込日現在の年齢・学年を記入してください。 

 現住所 

・住民票に記載されている住所(現住所)を記入してください。１行目は、○―○―

○のように番地までを記入し、２行目は、○○様方、○○アパート、○○寮、○○

マンションの○号室を記入してください。 

（例）東京都新宿区西新宿２丁目８番地１新宿マンション２０３号室 

   →１行目「東京都新宿区西新宿２－８－１」 

    ２行目「新宿マンション２０３」 

・現住所が住民票と異なる場合は、８ページのとおり書類を提出してください。 

⑤ 電話番号 

・自宅番号及び携帯番号を記入してください。 

・自宅番号あるいは携帯番号が無い場合は、空欄とせず、必ず「―（ハイフン）」

を記入してください。 

（（１１））修修学学資資金金貸貸与与申申込込書書  

５５５５        申申申申込込込込書書書書類類類類のののの記記記記入入入入方方方方法法法法    
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⑥ 連帯保証人 

・連帯保証人の住所は、住民票及び印鑑登録証明書と同じ住所（現住所）を記入し

てください。 

・氏名、フリガナ、生年月日、現住所、電話番号の記入は本人欄と同様に記入して

ください。 

・職業は、会社員、公務員、農業、自営業等のように記入してください。 

・年収は、収入証明書類から算出した金額を記入してください。２か所以上から収

入がある場合は、合計額を記入してください。 

・「修学資金貸与申込書」の裏面に連帯保証人の自署と、実印（印鑑登録証明書の

印と同じ）の押印が必要です。 

 
看護師等修学資

金の貸与の有無 

・以前に東京都看護師等修学資金の貸与を受けていた（又は現在受けている）方は、

貸与番号を記入してください。 

（例）今回看護師課程で申し込む方が、以前准看護師課程の時に貸与を受けていた

場合、４Ｇ９○○○○、１Ｇ９○○○○（准看護師課程での貸与番号）と記入する。 

 
同種の修学資金

の貸与の有無 

・同種の修学資金の貸与を受けている、又は申込みをしているかどうかを記入の上、

「いる」の場合は、当該修学資金の名称を記入してください。 

・「同種の修学資金」とは、「東京都育英資金」及び「地方公共団体による返還免除

規定のある修学資金」のことをいいます。同種の修学資金と東京都看護師等修学資

金の併用はできません。 

⑧ 家計の状況 

申込者と同一生計の方（２1 ページ参照）について、次の要領で必要事項を記入

し、それぞれ証明書類を提出してください。 

【共通】 

＜氏名＞ 

・申込者本人が扶養に入っている場合 ⇒ 「扶養者」と「その配偶者」の氏名を記

入し、「その二人の所得税法上の扶養親族全て」を記入してください。 

・申込者本人が扶養に入っていない場合 ⇒ 「申込者本人」と「その配偶者」の氏

名を記入し、「その二人の所得税法上の扶養親族全て」を記入してください。 

・申込者本人と就学している（昼間・夜間を問いません）家族の方は「イ 就学者」

欄に、それ以外の家族の方は「ア 就学者を除く家族」欄にそれぞれ記入してくだ

さい。 

＜続柄・年齢＞ 

・続柄は、申込者本人との関係（父、兄、祖母等）を記入し、年齢は、申込日現在

の年齢を記入してください。 

＜障害者＞ 

・該当者がいる場合は○を記入し、１３ページのとおり資料を提出してください。 

【就学者を除く家族】 

＜収入又は所得金額の年額＞ 

・金額に「￥」、「，」は付けずに記入してください。 

 

・申込者本人が扶養に入っている場合 ⇒ 扶養者とその配偶者の収入を、記入して

ください。 
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【注意事項】 

（１） １９～２０ページの記入例を参考にして記入してください。 

（２） 申込書は、必ず両面印刷のものを使用してください。 

（３） 記入に当たっては、黒又は青の油性ボールペンを使用してください。消えるボールペンや鉛筆は使用 

できません。 

（４） 訂正の際は、修正テープ等を使用せず、二重線を引き、訂正印を押印してください（スタンプ印（シ 

ャチハタ等）は使用不可）。訂正印は、記入している方の印鑑を使用してください。 

（５） 事実と異なる場合、記入漏れがある場合には、審査の対象外となりますので注意してください。 

 

【表面】 

番号 区分 内容 

① 学校課程コード ・養成施設等が記入します。 

② 貸与希望月額 

・希望する貸与月額１つに〇を記入してください。 

★金額を訂正する場合は、申込者及び連帯保証人双方の印で訂正していただくか、

申込書を再度作成してください。 

・貸与承認後の貸与月額の変更はできません。 

③ 
フリガナ 

氏名 

・ フリガナはカタカナで記入し、姓と名との間は１マス空けてください。 

・ フリガナの濁点（ ﾞ ）や半濁点（ ﾟ ）は１マスに記入してください。 

・ 氏名は漢字等で記入し、姓と名との間は１マス空けてください。 

・ 住民票に記載されている氏名を記入してください。 

 生年月日 ・和暦で記入してください。 

④ 年齢・学年 ・申込日現在の年齢・学年を記入してください。 

 現住所 

・住民票に記載されている住所(現住所)を記入してください。１行目は、○―○―

○のように番地までを記入し、２行目は、○○様方、○○アパート、○○寮、○○

マンションの○号室を記入してください。 

（例）東京都新宿区西新宿２丁目８番地１新宿マンション２０３号室 

   →１行目「東京都新宿区西新宿２－８－１」 

    ２行目「新宿マンション２０３」 

・現住所が住民票と異なる場合は、８ページのとおり書類を提出してください。 

⑤ 電話番号 

・自宅番号及び携帯番号を記入してください。 

・自宅番号あるいは携帯番号が無い場合は、空欄とせず、必ず「―（ハイフン）」

を記入してください。 

（（１１））修修学学資資金金貸貸与与申申込込書書  

５５５５        申申申申込込込込書書書書類類類類のののの記記記記入入入入方方方方法法法法    
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・申込者本人が扶養に入っていない場合 ⇒ 申込者本人とその配偶者の収入を、記

入してください。ただし、配偶者が扶養親族（控除対象配偶者）となっている場合、

配偶者の収入欄は「０」と記入します。 

⑧ 家計の状況 

・給与を受けている方は、源泉徴収票の「支払金額」を（１）「給与・年金収入」

欄に、自営業の方は、確定申告の「所得金額の合計」を（２）「事業・他の所得」

欄に、記入してください。 

・令和５年１月２日以降に転職のあった方は、年収見込額を記入してください。 

・現在無収入の方、令和５年から配偶者等の扶養に入られた方は、「０」と記入し

ます。 

・扶養親族のパート、アルバイトの収入額は、記入不要です。 

⑨ 家族構成 

【就学者】 

「設置者」、「学校区分」、「通学別」の該当する箇所に○を記入します。 

＜学校区分＞ 

・ 本人以外は別表４を参照してください。 

・ 本人以外の就学者で高等学校以上に在学する方は、１３ページのとおり資料を

提出してください。 

＜学年＞ 

・ 高専の就学者の場合のみ記入してください。 

＜通学別＞ 

・ 扶養者と同居している場合には「１ 自宅」に、そうでない場合には「２ 自宅

外」に○を記入してください。 

⑩ 家族人数 ・家族構成欄に記入した家族の合計人数を記入してください。 

 
母子・ 

父子家庭 

・母子・父子家庭に該当する場合（主たる生計維持者が 18 歳未満の子を扶養する

場合に限る。）は、○を記入してください。 

 生活保護 ・該当する場合は○を記入し、１２ページのとおり必要書類を提出してください。 

⑪ 特別控除 
・特別控除欄の事由に該当する場合は、１３ページを参考に控除額を記入し、必要

書類を提出してください。 

 

【裏面】 

番号 区分 内容 

⑫ 
修学資金貸与の

希望理由 

・勉勉学学にに対対すするる意意欲欲、、及及びび養養成成施施設設卒卒業業後後““都都内内でで””看看護護業業務務にに従従事事すするる意意思思ををはは

っっききりりとと示示しし、、申申込込者者本本人人がが記記入入ししててくくだだささいい。。 

⑬ 署名・押印 

・申込者が未成年の場合は、必ず親権者又は後見人の同意を受け自署してください。 

・署名は必ず本本人人、、親親権権者者又又はは後後見見人人、、連連帯帯保保証証人人がが各各々々自自署署してください。 

・スタンプ印での押印は不可です。連連帯帯保保証証人人はは実実印印（（印印鑑鑑登登録録証証明明書書とと同同じじ印印））

でで押押印印ししててくくだだささいい。。 
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別記
第１号様式（第３条関係）

　

カンコ ゛ シュウイチ

1 6 0 － 0 0 2 3 0 8 0 - 1 2 3 4 - 5 6 7 8

カンコ ゛ リ ョ ウイチ

1 6 0 － 0 0 2 3 0 3 - 1 2 3 4 - 5 6 7 8 0 8 0 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1

0 3 - 1 1 1 1 - 1 1 1 1

1 4 3 2 2 5 3 7 円 円

2 2 2 2 3 6 0 0 円 円

3 円 円

4 円 円

5 円 円

1 円 円

2 円 円

3 円 円

4 円 円

5 円 円

6 円 円

　

（日本産業規格Ａ列４番）

特
別
控
除
額

事　　　　　由 控除額

主たる生計維持者が別居している場合(別居による住居、光熱、水道、家具等の実費）　　　　　　　　　　　　　　（71万円限度） 万円

長期に療養を必要とする人の世帯(6か月以上療養中の人、療養を必要とする人）　　　　　　　　　　　　　　　　　(200万円限度)

貸与希望月額 ２万５千円 ５万円 ７万５千円 10万円 左欄の貸与月額のうち、希望する貸与月額１つに〇印をしてください。

火災・風水害又は盗難等の被害を受けた世帯（前年から申込時までに被害を受け、今後2年以上の支出増・収入減の年間金額) 万円

母子・父子家庭 　該　当 母子･父子家庭（主たる生計維持者が18歳未満の子を扶養する場合に限る。）の方は、左欄に○印をしてください。

生活保護 　該　当 生活保護法による生活保護を受けている世帯の方は、左欄に○印をしてください。

貸与番号

家族人数 6  人 備考

万円

イ
 

就
学
者

番
号

続柄 氏名 年齢
障害
者

本人 看護　修一 18

1 自　宅
2 自宅外

1 国公立
2 私　立

1 小学校・2 中学校・3 高校・4 高専・5 専修(高
等)・6 専修(専門)・7 大学,短大,大学院

1 国公立
2 私　立

1 小学校・2 中学校・3 高校・4 高専・5 専修(高
等)・6 専修(専門)・7 大学,短大,大学院

1 自　宅
2 自宅外

1 国公立
2 私　立

1 小学校・2 中学校・3 高校・4 高専・5 専修(高
等)・6 専修(専門)・7 大学,短大,大学院

1 自　宅
2 自宅外

1 国公立
2 私　立

1 小学校・2 中学校・3 高校・4 高専・5 専修(高
等)・6 専修(専門)・7 大学,短大,大学院

4
1 自　宅
2 自宅外

弟 看護　努 14
1 国公立
2 私　立

1 小学校・2 中学校・3 高校・4 高専・5 専修(高
等)・6 専修(専門)・7 大学,短大,大学院

1 自　宅
2 自宅外

姉 看護　明子 21

収入又は所得金額の年額
設置者 学校区分

学年
(高専

のみ記
入)

通学別
(1)給与・年金収入 (2)事業・他の所得

1 国公立
2 私　立

3 高等学校・5 専修学校(高等課程)・6 専修学校
(専門課程)・7 大学,短大,大学院

-
1 自　宅
2 自宅外

祖
母

看護　花子 80

　以前に東京都看護師等修学資金を受けたことがあるか　　　　ある    ・　 ない （ある場合）以前の貸与番号 　　４Ｇ９〇〇〇〇

  同種の修学資金の貸与を受けて（申込みして）いるか　　　　いる　　・　　いない （いる場合）修学資金の名称

家計の状況

家
族
構
成

ア
 

就
学
者
を
除
く
家
族

番
号

続柄 氏名 年齢
障害
者

収入又は所得金額の年額

　

(1)給与・年金収入 (2)事業・他の所得

父 看護　良一 50

母 看護　喜子 50

続柄 父 職業 会社員 年収 4,322,537 勤務先電話

勤務先住所 東京都新宿区西新宿２－８－１００ 勤務先名称 株式会社　新宿

郵便番号 　 自宅電話 携帯電話

生年月日

現住所
東京都新宿区西新宿２－８－１

新宿マンション２０３

現住所
　東京都新宿区西新宿２－８－１

　新宿マンション２０３

連
帯
保
証
人

フリガナ

氏名 看 護 昭和 4 2 1良 一 　 0 1 5 　

年度

郵便番号 　 自宅電話 携帯電話

7 0 9 3

本
人

フリガナ 年齢 18 学年 1

氏名 看 護 修 一 0 入学年度　 生年月日 平成 1 令和　6

(表)

受付番号 　 学校課程コード

修学資金貸与申込書

③濁点は１マス、
姓と名の間は１マス空ける。

⑥勤務先名称、勤務先住所は、実際の勤務先を記入する。

⑨家族構成は、申込者と同一生計にある方
全員を記入する。（主に所得税法上の扶養
関係で判断）※P2１参照

⑧・給与を受けている(９ページ)場合
⇒(1)給与・年金収入に下記を記入
〇源泉徴収票の支払金額
〇年収見込み証明書の年収見込額
・個人で事業を営んでおり、確定申告をしている(１０ページ)場合
⇒(2)事業・他の所得に下記を記入
〇確定申告書の所得金額
〇直近３ヶ月以上の帳簿等の収入(売上)金額から必要経費を差し引いた額

⑨高専の場合のみ、在籍学年を記入
する。

⑩家族構成欄に記入し
た家族人数を記入する。

⑪該当する場合は、控除
額に金額を記入する。

⑤電話番号は、ハイフンで
つなげて記入する。ない場
合は「-」を記入する。

⑨扶養者と同居の場合(本人が扶養者の場
合も含む)、「１ 自宅」を、そうでない
場合、「２ 自宅外」に〇を付ける。

ー

④年齢・学年は、申込日
現在で記入する。

②希望する貸与月額１つ
に〇を付ける。

- 19 -

★内容を訂正する場合は、二重線・
訂正印の上、修正してください。
（連帯保証人自署欄は、連帯保証人の実印
で訂正印を押印してください。）

①養成施設等が記入する。
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・申込者本人が扶養に入っていない場合 ⇒ 申込者本人とその配偶者の収入を、記

入してください。ただし、配偶者が扶養親族（控除対象配偶者）となっている場合、

配偶者の収入欄は「０」と記入します。 

⑧ 家計の状況 

・給与を受けている方は、源泉徴収票の「支払金額」を（１）「給与・年金収入」

欄に、自営業の方は、確定申告の「所得金額の合計」を（２）「事業・他の所得」

欄に、記入してください。 

・令和５年１月２日以降に転職のあった方は、年収見込額を記入してください。 

・現在無収入の方、令和５年から配偶者等の扶養に入られた方は、「０」と記入し

ます。 

・扶養親族のパート、アルバイトの収入額は、記入不要です。 

⑨ 家族構成 

【就学者】 

「設置者」、「学校区分」、「通学別」の該当する箇所に○を記入します。 

＜学校区分＞ 

・ 本人以外は別表４を参照してください。 

・ 本人以外の就学者で高等学校以上に在学する方は、１３ページのとおり資料を

提出してください。 

＜学年＞ 

・ 高専の就学者の場合のみ記入してください。 

＜通学別＞ 

・ 扶養者と同居している場合には「１ 自宅」に、そうでない場合には「２ 自宅

外」に○を記入してください。 

⑩ 家族人数 ・家族構成欄に記入した家族の合計人数を記入してください。 

 
母子・ 

父子家庭 

・母子・父子家庭に該当する場合（主たる生計維持者が 18 歳未満の子を扶養する

場合に限る。）は、○を記入してください。 

 生活保護 ・該当する場合は○を記入し、１２ページのとおり必要書類を提出してください。 

⑪ 特別控除 
・特別控除欄の事由に該当する場合は、１３ページを参考に控除額を記入し、必要

書類を提出してください。 

 

【裏面】 

番号 区分 内容 

⑫ 
修学資金貸与の

希望理由 

・勉勉学学にに対対すするる意意欲欲、、及及びび養養成成施施設設卒卒業業後後““都都内内でで””看看護護業業務務にに従従事事すするる意意思思ををはは

っっききりりとと示示しし、、申申込込者者本本人人がが記記入入ししててくくだだささいい。。 

⑬ 署名・押印 

・申込者が未成年の場合は、必ず親権者又は後見人の同意を受け自署してください。 

・署名は必ず本本人人、、親親権権者者又又はは後後見見人人、、連連帯帯保保証証人人がが各各々々自自署署してください。 

・スタンプ印での押印は不可です。連連帯帯保保証証人人はは実実印印（（印印鑑鑑登登録録証証明明書書とと同同じじ印印））

でで押押印印ししててくくだだささいい。。 
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申込書の記載事項に相違ありません。

東京都看護師等修学資金貸与条例の規定による修学資金の貸与を受けたいので関係書類を添えて申し込みます。

本人氏名
(自署)

親権者又は
後見人
(自署）

　上記の申込みにより修学資金の貸与を受けたときは、その返還について連帯して責任を負うことを誓約します。

連帯保証人
（自署） ㊞

東京都知事　　　　　　　　　　　　　　殿

備える
備える見込みのある

東京都知事　　　　　　　　　　　　　　殿

推薦者 学校又は養成施設等名称　　　　　　　　　　 ○×看護学校

学校長又は施設長氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修学太郎 印

同条例に定める修学資金を受ける者として推薦します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和６年４月２５日

学校又は養成施設等記入欄

現在の健康状態 １　健康　　　　　　　　　２　その他　（その他の場合には診断書を添付すること。）

推薦所見

○○○○・・・・・・

　 上記のとおり東京都看護師等修学資金貸与条例第3条に規定する要件を 者として、適格であると認め、

令和６年４月２５日

（裏）

　
修
学
資
金
貸
与
の
希
望
理
由

修学資金貸与を希望する理由について、勉学に対する意欲と将来の展望を交えて記入してください。（申込者自署）

○○○○・・・・・・

進学予定の養成施設等名称
※進学前に申込みを行う場合のみ記入してください。

　看護　修一

上記の申込みについて同意します。
(申込者が18歳未満の場合に記入) 看護　良一

看護　良一

※　連帯保証人は、登録された印鑑を押印し、印鑑登録証明書を添付してください。

⑫勉学に対する意欲、及び養成施設卒業後都内で看護業務

に従事する意思をはっきりと示し、申込者本人が記入して

ください。

⑬申込者、連帯保証人それぞれ、

本人が自署する。

看
護

学校長の印

⑬連帯保証人欄は、印印鑑鑑登登録録証証明明

書書とと同同じじ印印を印印影影鮮鮮明明に押印する。

⑬申込者が18歳未満の場

合、親権者又は後見人の同

意と自署が必要。

※各養成施設等が記入する。

※本人、親権者又は後見人による押印は不要です。

※本人が記入

- 20 -

各養成施設にて、『備える』に

〇を記入する。
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同一生計であるかどうかは、源泉徴収票、課税証明等で確認し、所得税法上の扶養関係で判断します。 

◇◇  次次ににああててははままるる方方全全員員がが同同一一生生計計ととななりりまますす。。  

① 申込者 

② 申込者が被扶養者の場合、申込者の扶養者、その扶養者の配偶者、その他の被扶養者 

（同一世帯であっても、扶養されていない兄弟、祖父母等は同一生計になりません。 

 なお、配偶者は扶養の有無に関わらず、同一生計とみなします。） 

③ 申込者の配偶者及び被扶養者 

※申込者が誰からも扶養を受けておらず、かつ配偶者がいない場合は、申込者のみとなります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（同居）父親 母親（同居）
（自営業・扶養者） （会社員）

（高校生・被）
兄（別居）
（会社員） （会社員） （大学生・被）

本人 妹（別居） 弟（同居）姉（同居）
（被）

家族と別に暮らして
いて、生計も独立し
ている。

同居しているが、父
親の扶養に入ってい
ない。

大阪に下宿していて、
生活費は父が負担し
ている。

〔申込書に記入する家

・点線枠の中の家族（父親・母親・本人・妹・弟）が同一生計となり、この同一生計者を申込書の「家族構
成」欄に記入します。

・兄のような場合（独立生計者）や、姉のような場合（親の扶養に入っていない）は、記入しないでください。
・この場合、住民票は、父親・母親・本人・妹・弟が記載されているものが必要です。
また、妹の住民票が別世帯となっている場合は、妹の分も別途提出してください。

（被）は、
被扶養者

（扶養者） （配偶者）

（扶養者） （配偶者）

祖父 祖母 祖父 祖母

（扶養者）

   　 ※申込書の収入欄には、父と母の分を記入
　 　※住民票は、点線で囲まれた家族の範囲

父 母

申込者
母

兄

（被扶養者） （被扶養者ではない）
（被扶養者）

父 母

申込者 妹

（被扶養者） （その他の被扶養者）

祖母（被扶養者ではない）

父 母

申込者

（被扶養者ではない）

申込者 配偶者

子

（被扶養者）

【例１】 【例２】

【例４】【例３】

父 母（配偶者・扶養者）

申込者 兄

（被扶養者）（被扶養者）

【例５】

妹

（被扶養者）

（被扶養者） （被扶養者） （被扶養者）（被扶養者）

〔申込書に記入する家族〕

参参考考  

同同同同一一一一生生生生計計計計のののの範範範範囲囲囲囲    

申込書の記載事項に相違ありません。

東京都看護師等修学資金貸与条例の規定による修学資金の貸与を受けたいので関係書類を添えて申し込みます。

本人氏名
(自署)

親権者又は
後見人
(自署）

　上記の申込みにより修学資金の貸与を受けたときは、その返還について連帯して責任を負うことを誓約します。

連帯保証人
（自署） ㊞

東京都知事　　　　　　　　　　　　　　殿

備える
備える見込みのある

東京都知事　　　　　　　　　　　　　　殿

推薦者 学校又は養成施設等名称　　　　　　　　　　 ○×看護学校

学校長又は施設長氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修学太郎 印

同条例に定める修学資金を受ける者として推薦します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和６年４月２５日

学校又は養成施設等記入欄

現在の健康状態 １　健康　　　　　　　　　２　その他　（その他の場合には診断書を添付すること。）

推薦所見

○○○○・・・・・・

　 上記のとおり東京都看護師等修学資金貸与条例第3条に規定する要件を 者として、適格であると認め、

令和６年４月２５日

（裏）

　
修
学
資
金
貸
与
の
希
望
理
由

修学資金貸与を希望する理由について、勉学に対する意欲と将来の展望を交えて記入してください。（申込者自署）

○○○○・・・・・・

進学予定の養成施設等名称
※進学前に申込みを行う場合のみ記入してください。

　看護　修一

上記の申込みについて同意します。
(申込者が18歳未満の場合に記入) 看護　良一

看護　良一

※　連帯保証人は、登録された印鑑を押印し、印鑑登録証明書を添付してください。

⑫勉学に対する意欲、及び養成施設卒業後都内で看護業務

に従事する意思をはっきりと示し、申込者本人が記入して

ください。

⑬申込者、連帯保証人それぞれ、

本人が自署する。

看
護

学校長の印

⑬連帯保証人欄は、印印鑑鑑登登録録証証明明

書書とと同同じじ印印を印印影影鮮鮮明明に押印する。

⑬申込者が18歳未満の場

合、親権者又は後見人の同

意と自署が必要。

※各養成施設等が記入する。

※本人、親権者又は後見人による押印は不要です。

※本人が記入

- 20 -

各養成施設にて、『備える』に

〇を記入する。
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東京都看護師等修学資金の貸与金を受け取る口座を登録します。 

記入欄 記入事項・注意事項 

届出区分 「新規」に○をつけてください。 

修学生氏名 

＊口座名義人 
本人の住所・氏名を記入してください。 

振込口座 

・振込先として利用できる金融機関は２４ページを御確認ください。 

 

・振込できる口座は本人名義の口座に限ります。２４ページ記載の金融機関に本人名義の

口座がない場合は、お手数ですが口座を開設してください。 

  

・金融機関、支店名、金融機関コード、支店コード、預金口座（該当の種類に○を付ける。）、

口座番号を記入してください。 

 

・通帳の見開き部分等のコピー（下記①～⑦を全て確認できるもの）を添付してください。 

①口座名義（カタカナ） ②金融機関名 ③金融機関コード ④支店名  

⑤支店コード ⑥預金種目 ⑦口座番号 

※ゆうちょ銀行の場合は下記参照 

 

・振込口座としてネットバンキングの口座を指定する場合 

ネット上の通帳画面のコピーやキャッシュカードのコピー等（上記①～⑦を全て確認で

きるもの）を添付してください。 

※学校課程コード、貸与番号、養成施設等名は記入不要です。 
 

【※ゆうちょ銀行を利用される方】 

                             

                             

  

 

 

 

 

 

【※ゆうちょ銀行以外を利用される方】 

 ゆうちょ銀行同様、通帳の見開きページ等をコピーして添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

＜通帳イメージ＞ 

（（２２））東東京京都都看看護護師師等等修修学学資資金金口口座座振振込込依依頼頼書書・・変変更更届届  

通帳の、「口座名義人」及び他金融機関からの振込

用口座の「店名」、「店番」、「預金種目」、「口座番号」

が分かる部分のコピーを添付してください。 

◇右記のように通帳見開きのページに、振込用

の店名・口座番号等が記載されております。 

- 22 -
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東東京京都都看看護護師師等等修修学学資資金金  

口口座座振振込込依依頼頼書書・・変変更更届届  
令和６年４月２５日 

東京都知事  殿  

 養 成 施 設 等 名 

届出区分 新規・変更・取消  

学校課程コード 貸与番号  

               

 

  

住 所 

〒 １６３－８００１     電話 ０８０（１２３４）５６７８ 

東京都新宿区西新宿２－８－１ 新宿マンション２０３号室 

 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

 

氏 名 

(左はしから記入し、濁点半濁点は 1 文字として記入してください。) 

                      

(姓)  

    看  護 

(名) 

   修  一 

東京都から支給される東京都看護師等修学資金は、今後下記の口座に口座振替の方法をもって 

支払ってください。 

 

振
込
口
座 

 

金融機関名 

 

   ゆうちょ             〇〇八 

＊２ 

金融機関コード 
9 9 0 0 

＊３ 

支 店 コ ー ド 
0 0 8 

＊４ 

預 金 口 座 

番号に○してください。 

1 普通 ＊５ 

口 座 番 号 
✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽ 

2 当座 

        

 

 

 

 

 
 
 
 
 
＊１ 振込口座は、貸与者本人名義の口座に限ります。 
＊２、＊３ 金融機関コード及び支店コードは誤りのないようご注意ください。 

 ＊４ ゆうちょ銀行の「通常預金」は「１普通」に、「一般振替口座」は「２当座」に○表示してください。 

＊５ 口座番号が６桁以下の場合は、前に「０」を付けて７桁で記入してください。 

 

＊
口
座
名
義
人 

修
学
生
氏
名 

（（記記  入入  不不  要要）） 

 

【ゆうちょ銀号をご利用の場合の留意点】 

※ ゆうちょ銀行は振振込込用用のの店名・口座番号等を記入してください。記号番号とは異なりますのでご注意く

ださい。 

※ 「店名」を支店欄に、「店番」を支店コード欄に記入してください。 

※ 振込用の口座番号等が不明な場合には、ゆうちょ銀行のフリーダイヤル、インターネット又は窓口で確

認の上、ご記入ください。 

 

記入例 

 

・太枠内を記入してください。 

・振込口座を控えるため、必ずコピーを取っておいてください。 

申込者本人の口座を記

入してください。 

銀  行・信 用 組 合 

信用金庫・農業協同組合 
店 

＊１ 

カ  ン コ   ゛ 

 

 

シシ  ユユ    ウウ  イイ  チチ  

  

  

  

（（記記  入入  不不  要要）） 
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東京都看護師等修学資金の貸与金を受け取る口座を登録します。 

記入欄 記入事項・注意事項 

届出区分 「新規」に○をつけてください。 

修学生氏名 

＊口座名義人 
本人の住所・氏名を記入してください。 

振込口座 

・振込先として利用できる金融機関は２４ページを御確認ください。 

 

・振込できる口座は本人名義の口座に限ります。２４ページ記載の金融機関に本人名義の

口座がない場合は、お手数ですが口座を開設してください。 

  

・金融機関、支店名、金融機関コード、支店コード、預金口座（該当の種類に○を付ける。）、

口座番号を記入してください。 

 

・通帳の見開き部分等のコピー（下記①～⑦を全て確認できるもの）を添付してください。 

①口座名義（カタカナ） ②金融機関名 ③金融機関コード ④支店名  

⑤支店コード ⑥預金種目 ⑦口座番号 

※ゆうちょ銀行の場合は下記参照 

 

・振込口座としてネットバンキングの口座を指定する場合 

ネット上の通帳画面のコピーやキャッシュカードのコピー等（上記①～⑦を全て確認で

きるもの）を添付してください。 

※学校課程コード、貸与番号、養成施設等名は記入不要です。 
 

【※ゆうちょ銀行を利用される方】 

                             

                             

  

 

 

 

 

 

【※ゆうちょ銀行以外を利用される方】 

 ゆうちょ銀行同様、通帳の見開きページ等をコピーして添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

＜通帳イメージ＞ 

（（２２））東東京京都都看看護護師師等等修修学学資資金金口口座座振振込込依依頼頼書書・・変変更更届届  

通帳の、「口座名義人」及び他金融機関からの振込

用口座の「店名」、「店番」、「預金種目」、「口座番号」

が分かる部分のコピーを添付してください。 

◇右記のように通帳見開きのページに、振込用

の店名・口座番号等が記載されております。 
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都都市市銀銀行行（４行）

み ず ほ 銀 行 三 井 住 友 銀 行 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 り そ な 銀 行

地地方方銀銀行行・・第第二二地地方方銀銀行行（84行）

愛 知 銀 行 青 森 銀 行 秋 田 銀 行 足 利 銀 行 阿 波 銀 行

池 田 泉 州 銀 行 伊 予 銀 行 岩 手 銀 行 愛 媛 銀 行 大 分 銀 行

大 垣 共 立 銀 行 沖 縄 銀 行 鹿 児 島 銀 行 関 西 み ら い 銀 行 北 九 州 銀 行

北 日 本 銀 行 紀 陽 銀 行 京 都 銀 行 き ら や か 銀 行 き ら ぼ し 銀 行

横 浜 銀 行 群 馬 銀 行 京 葉 銀 行 高 知 銀 行 埼玉りそな銀行

佐 賀 銀 行 山 陰 合 同 銀 行 三 十 三 銀 行 滋 賀 銀 行 四 国 銀 行

静 岡 銀 行 静 岡 中 央 銀 行 七 十 七 銀 行 清 水 銀 行 十 八 親 和 銀 行

十 六 銀 行 荘 内 銀 行 常 陽 銀 行 琉 球 銀 行 ス ル ガ 銀 行

仙 台 銀 行 大 光 銀 行 第 四 北 越 銀 行 大 東 銀 行 但 馬 銀 行

筑 邦 銀 行 千 葉 銀 行 千 葉 興 業 銀 行 中 京 銀 行 中 国 銀 行

筑 波 銀 行 東京スター銀行 東 邦 銀 行 東 北 銀 行 東 和 銀 行

栃 木 銀 行 鳥 取 銀 行 富 山 銀 行 富 山 第 一 銀 行 名 古 屋 銀 行

南 都 銀 行 西日本シティ銀行 八 十 二 銀 行 東 日 本 銀 行 肥 後 銀 行

百 五 銀 行 百 十 四 銀 行 広 島 銀 行 福 井 銀 行 福 岡 銀 行

福 島 銀 行 北 都 銀 行 北 洋 銀 行 北 陸 銀 行 北 海 道 銀 行

北 國 銀 行 み ち の く 銀 行 み な と 銀 行 宮 崎 銀 行 武 蔵 野 銀 行

も み じ 銀 行 山 形 銀 行 山 口 銀 行 山 梨 中 央 銀 行

信信託託銀銀行行（４行）

ＳＭＢＣ信託銀行 みずほ信託銀行 三井住友信託銀行 三菱ＵＦＪ信託銀行

そそのの他他のの銀銀行行等等（７行）

あ お ぞ ら 銀 行
シ テ ィ バ ン ク 、
エ ヌ ・ エ イ

Ｓ Ｂ Ｉ 新 生 銀 行 中 央 労 働 金 庫 楽 天 銀 行

PayPay 銀 行

信信用用金金庫庫（31行）

信 金 中 央 金 庫 青 木 信 用 金 庫 朝 日 信 用 金 庫 足立成和信用金庫 青 梅 信 用 金 庫

亀 有 信 用 金 庫 川 崎 信 用 金 庫 興 産 信 用 金 庫 小松川信用金庫 西 京 信 用 金 庫

さわやか信用金庫 芝 信 用 金 庫 湘 南 信 用 金 庫 城 南 信 用 金 庫 城 北 信 用 金 庫

昭 和 信 用 金 庫 巣 鴨 信 用 金 庫 西 武 信 用 金 庫 世田谷信用金庫 瀧野川信用金庫

多 摩 信 用 金 庫 東 栄 信 用 金 庫 東 京 信 用 金 庫 東京三協信用金庫 東京シティ信用金庫

東京東信用金庫 東京ベイ信用金庫 飯 能 信 用 金 庫 目 黒 信 用 金 庫 山 梨 信 用 金 庫

横 浜 信 用 金 庫

信信用用組組合合（19行）
全国信用 協同 組合
連 合 会 あすか信用組合 東 信 用 組 合 共 立 信 用 組 合 警視庁職員信用組合

江 東 信 用 組 合 七 島 信 用 組 合 青 和 信 用 組 合 全東栄信用組合 第一勧業信用組合

大東京信用組合 東京厚生信用組合 東京証券信用組合 東京消防信用組合 東京都職員信用組合

東 浴 信 用 組 合 中ノ郷信用組合 ハ ナ 信 用 組 合 文化産業信用組合

農農業業協協同同組組合合（15行）
秋 川
農 業 協 同 組 合

世 田 谷 目 黒
農 業 協 同 組 合

東 京 あ お ば
農 業 協 同 組 合

東 京 ス マ イ ル
農 業 協 同 組 合

東 京 中 央
農 業 協 同 組 合

東 京 み ど り
農 業 協 同 組 合

東 京 南
農 業 協 同 組 合

東 京 み ら い
農 業 協 同 組 合

東 京 む さ し
農 業 協 同 組 合

西 多 摩
農 業 協 同 組 合

西 東 京
農 業 協 同 組 合

八 王 子 市
農 業 協 同 組 合

マ イ ン ズ
農 業 協 同 組 合

町 田 市
農 業 協 同 組 合

東 京 都 信 用 農 業
協 同 組 合 連 合 会

東東京京都都看看護護師師等等修修学学資資金金のの振振込込先先ととししてて利利用用ででききるる金金融融機機関関
（（令令和和５５年年１１月月現現在在））

(本店及び八丈島代理店)

ゆうちょ銀行
※ 東京都内、関東各県及び山梨県内に所在するゆうちょ銀行及び郵便局
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別表 4 本人以外の就学生の学校区分   

 

○収入の状態によりP8～P12にある①～⑩の

　いずれかの書類が必要となります。

○同一生計の全ての方について確認が必要です。

別表３　収入確認書類フロー図

現在、配偶者や

親等の所得税法

上の扶養に入っ

ていますか？

令和５年に収

入はありまし

たか？

pp..1111⑧⑧へへ。。

扶養証明書等が必要

収入は年金の

みですか？

生活保護を受

給しています

か？

令和５年1月2日

以降転職・退職し

ていますか？

確定申告をし

ていますか？

令和５年1月2

日以降に商店・

農業等を開始し、

確定申告しまし

たか？

退職後、どこ

にも勤めず無

職・無収入で

すか？
いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

pp..11２２⑨⑨へへ。。

年金振込通知書のコ

ピー等が必要

はい

いいえ

pp..１１００③③へへ。。

確定申告書の写し等が

必要

pp..99①①へへ。。

源泉徴収票の写しが必要

はい

いいえ

はい

pp..1111⑤⑤へへ。。

退職証明書等が必要

pp..11２２⑩⑩へへ。。

生活保護受給者証のコ

ピーが必要

はい

pp..1111⑦⑦へへ。。

所得税0円と記載の令

和６年度分住民税非課

税証明書が必要

はい

いいえ pp..1100④④へへ。。

直近3か月の帳簿

のコピー等が必要

pp..99②②へへ。。

年収見込証明書等

が必要

はい

いいえ

いいえ

令和６年(今年)

分から扶養に入

られましたか？

はい

生計者の源泉徴収票や確定申告書で扶養関係が確認できれば、収入証明書類は不要です。
いいえ

　7 大学・短大・大学院
　大学院、短期大学、大学・短大の専攻科及び政令で定める特定別科、大学・短大・大学院の
通信による教育を行う学部を含みます。

　3 高等学校
　高等学校通信制、高等学校専攻科、別科（盲・聾学校及び養護学校のみ）、特別支援学校高
等部及び中等教育学校の後期中等教育を含みます。

　4 高等専門学校 　高等専門学校専攻科を含みます。　（学年を必ず記入）

　5 専修学校(高等)
　6 専修学校(専門)

　一般課程、各種学校（予備校、職業訓練学校等）及び語学学校は含みません。

　1 小学校 　特別支援学校小学部及び義務教育学校前期課程を含みます。

　2 中学校 　特別支援学校中学部、義務教育学校後期課程及び中等教育学校の前期中等教育を含みます。

都都市市銀銀行行（４行）

み ず ほ 銀 行 三 井 住 友 銀 行 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 り そ な 銀 行

地地方方銀銀行行・・第第二二地地方方銀銀行行（84行）

愛 知 銀 行 青 森 銀 行 秋 田 銀 行 足 利 銀 行 阿 波 銀 行

池 田 泉 州 銀 行 伊 予 銀 行 岩 手 銀 行 愛 媛 銀 行 大 分 銀 行

大 垣 共 立 銀 行 沖 縄 銀 行 鹿 児 島 銀 行 関 西 み ら い 銀 行 北 九 州 銀 行

北 日 本 銀 行 紀 陽 銀 行 京 都 銀 行 き ら や か 銀 行 き ら ぼ し 銀 行

横 浜 銀 行 群 馬 銀 行 京 葉 銀 行 高 知 銀 行 埼玉りそな銀行

佐 賀 銀 行 山 陰 合 同 銀 行 三 十 三 銀 行 滋 賀 銀 行 四 国 銀 行

静 岡 銀 行 静 岡 中 央 銀 行 七 十 七 銀 行 清 水 銀 行 十 八 親 和 銀 行

十 六 銀 行 荘 内 銀 行 常 陽 銀 行 琉 球 銀 行 ス ル ガ 銀 行

仙 台 銀 行 大 光 銀 行 第 四 北 越 銀 行 大 東 銀 行 但 馬 銀 行

筑 邦 銀 行 千 葉 銀 行 千 葉 興 業 銀 行 中 京 銀 行 中 国 銀 行

筑 波 銀 行 東京スター銀行 東 邦 銀 行 東 北 銀 行 東 和 銀 行

栃 木 銀 行 鳥 取 銀 行 富 山 銀 行 富 山 第 一 銀 行 名 古 屋 銀 行

南 都 銀 行 西日本シティ銀行 八 十 二 銀 行 東 日 本 銀 行 肥 後 銀 行

百 五 銀 行 百 十 四 銀 行 広 島 銀 行 福 井 銀 行 福 岡 銀 行

福 島 銀 行 北 都 銀 行 北 洋 銀 行 北 陸 銀 行 北 海 道 銀 行

北 國 銀 行 み ち の く 銀 行 み な と 銀 行 宮 崎 銀 行 武 蔵 野 銀 行

も み じ 銀 行 山 形 銀 行 山 口 銀 行 山 梨 中 央 銀 行

信信託託銀銀行行（４行）

ＳＭＢＣ信託銀行 みずほ信託銀行 三井住友信託銀行 三菱ＵＦＪ信託銀行

そそのの他他のの銀銀行行等等（７行）

あ お ぞ ら 銀 行
シ テ ィ バ ン ク 、
エ ヌ ・ エ イ

Ｓ Ｂ Ｉ 新 生 銀 行 中 央 労 働 金 庫 楽 天 銀 行

PayPay 銀 行

信信用用金金庫庫（31行）

信 金 中 央 金 庫 青 木 信 用 金 庫 朝 日 信 用 金 庫 足立成和信用金庫 青 梅 信 用 金 庫

亀 有 信 用 金 庫 川 崎 信 用 金 庫 興 産 信 用 金 庫 小松川信用金庫 西 京 信 用 金 庫

さわやか信用金庫 芝 信 用 金 庫 湘 南 信 用 金 庫 城 南 信 用 金 庫 城 北 信 用 金 庫

昭 和 信 用 金 庫 巣 鴨 信 用 金 庫 西 武 信 用 金 庫 世田谷信用金庫 瀧野川信用金庫

多 摩 信 用 金 庫 東 栄 信 用 金 庫 東 京 信 用 金 庫 東京三協信用金庫 東京シティ信用金庫

東京東信用金庫 東京ベイ信用金庫 飯 能 信 用 金 庫 目 黒 信 用 金 庫 山 梨 信 用 金 庫

横 浜 信 用 金 庫

信信用用組組合合（19行）
全国信用 協同 組合
連 合 会 あすか信用組合 東 信 用 組 合 共 立 信 用 組 合 警視庁職員信用組合

江 東 信 用 組 合 七 島 信 用 組 合 青 和 信 用 組 合 全東栄信用組合 第一勧業信用組合

大東京信用組合 東京厚生信用組合 東京証券信用組合 東京消防信用組合 東京都職員信用組合

東 浴 信 用 組 合 中ノ郷信用組合 ハ ナ 信 用 組 合 文化産業信用組合

農農業業協協同同組組合合（15行）
秋 川
農 業 協 同 組 合

世 田 谷 目 黒
農 業 協 同 組 合

東 京 あ お ば
農 業 協 同 組 合

東 京 ス マ イ ル
農 業 協 同 組 合

東 京 中 央
農 業 協 同 組 合

東 京 み ど り
農 業 協 同 組 合

東 京 南
農 業 協 同 組 合

東 京 み ら い
農 業 協 同 組 合

東 京 む さ し
農 業 協 同 組 合

西 多 摩
農 業 協 同 組 合

西 東 京
農 業 協 同 組 合

八 王 子 市
農 業 協 同 組 合

マ イ ン ズ
農 業 協 同 組 合

町 田 市
農 業 協 同 組 合

東 京 都 信 用 農 業
協 同 組 合 連 合 会

東東京京都都看看護護師師等等修修学学資資金金のの振振込込先先ととししてて利利用用ででききるる金金融融機機関関
（（令令和和５５年年１１月月現現在在））

(本店及び八丈島代理店)

ゆうちょ銀行
※ 東京都内、関東各県及び山梨県内に所在するゆうちょ銀行及び郵便局
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東東京京都都看看護護師師等等修修学学資資金金貸貸与与条条例例（（抜抜粋粋））  

（（昭昭和和3377年年1100月月1166日日条条例例第第112211号号））  改改正正  令令和和３３年年６６月月１１４４日日条条例例第第６６３３号号  

 
（目的） 

第一条 この条例は、養成施設に在学する者及び看護師免許を取得し、大学院において看

護に関する専門知識を修得しようとする者で、将来東京都の区域内（以下「都内」とい

う。）において看護業務に従事しようとするものに対し、看護師等修学資金（以下「修学

資金」という。）を貸与し、もつてこれらの者の修学を容易にすることにより、都内の看

護職員の確保及び質の向上に資することを目的とする。 

 

（用語の意義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 
一 養成施設 保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」とい

う。）第十九条から第二十二条までの規定に基づき、文部科学大臣が指定した学校及

び知事が指定した養成所をいう。 
二 大学院 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第九十七条の規定による大学

院（看護に関する専門知識を修得するための修士課程に限る。）をいう。 
三 看護業務 養成施設に在学する者にあつては保健師、助産師、看護師又は准看護師

の業務をいい、大学院に在学する者にあつては保健師、助産師又は看護師の業務をい

う。 
四 指定施設 看護職員の確保が特に必要と認められる施設として、東京都規則（以下

「規則」という。）で定めるものをいう。 
五 都内施設 看護職員の確保が必要と認められる施設として、規則で定めるものをい

う。 

 

（貸与の資格） 

第三条 修学資金の貸与を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければ

ならない。 
 一 養成施設又は大学院に在学している者（東京都の区域外（以下「都外」という。）に

所在する養成施設又は大学院に在学している者にあつては、都内に住所を有するもの

（以下「都外在学者」という。）に限る。）であること。 
二 成績優秀にして、かつ、心身健全であること。 
三 経済的理由により修学困難であること。 
四 同種の修学資金を他から借り受けていないこと。 
五 養成施設に在学している者にあつては卒業後、大学院に在学している者にあつては

修了後、都内において引き続き五年以上の期間、看護業務に従事しようとする意思を

有すること。 
六 都外在学者にあつては、貸与期間（第四条の二に規定する貸与期間をいう。）の初日に、

都内に住所を有すること。 
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(貸与金額) 

第四条 修学資金の貸与額は、次に掲げる額のうちから修学資金の貸与を受けようとする

者が選択した額とする。 
 一 月額二万五千円  
 二 月額五万円 
 三 月額七万五千円 
 四 月額十万円 
 

（貸与期間） 

第四条の二 修学資金の貸与期間は、養成施設又は大学院の正規の修業期間とする。 

 

（貸与金の利子） 

第五条 修学資金の貸与金は、無利子とする。 

 

（貸与の申込） 

第六条 修学資金の貸与を受けようとする者は、東京都規則で定めるところにより、知事に申し込

まなければならない。 

 

（貸与の決定） 

第七条 知事は、前条に規定する申込みがあつた場合は、毎年度予算の範囲内において、

第十四条に規定する委員会の議を経て、修学資金の貸与の適否を決定し、その旨申込者

に通知する。 
 

（連帯保証人） 

第八条 修学資金の貸与を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えた連帯保証人一人を立

てなければならない。 

１ 一定の職業をもち、かつ、独立の生計を営んでいること。 

２ この修学資金について、他に保証していないこと。 

二 前項第2号の規定にかかわらず、知事が保証能力があると認めた場合は、その者を連帯保証

人とすることができる。 

 

（貸与の休止等） 

第九条 知事は、修学資金の貸与を受けている者（以下「修学生」という。）が次の各号の

いずれかに該当する場合は、修学資金の貸与をやめることができる。 
一 退学したとき。 
二 都外在学者にあつては、都外に転出したとき。  
三 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなつたと認められるとき。 
四 偽りの申込みその他の不正手段によつて貸与を受けたとき。 
五 その他修学資金貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。 
六 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。 
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東東京京都都看看護護師師等等修修学学資資金金貸貸与与条条例例（（抜抜粋粋））  

（（昭昭和和3377年年1100月月1166日日条条例例第第112211号号））  改改正正  令令和和３３年年６６月月１１４４日日条条例例第第６６３３号号  

 
（目的） 

第一条 この条例は、養成施設に在学する者及び看護師免許を取得し、大学院において看

護に関する専門知識を修得しようとする者で、将来東京都の区域内（以下「都内」とい

う。）において看護業務に従事しようとするものに対し、看護師等修学資金（以下「修学

資金」という。）を貸与し、もつてこれらの者の修学を容易にすることにより、都内の看

護職員の確保及び質の向上に資することを目的とする。 

 

（用語の意義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 
一 養成施設 保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」とい

う。）第十九条から第二十二条までの規定に基づき、文部科学大臣が指定した学校及

び知事が指定した養成所をいう。 
二 大学院 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第九十七条の規定による大学

院（看護に関する専門知識を修得するための修士課程に限る。）をいう。 
三 看護業務 養成施設に在学する者にあつては保健師、助産師、看護師又は准看護師

の業務をいい、大学院に在学する者にあつては保健師、助産師又は看護師の業務をい

う。 
四 指定施設 看護職員の確保が特に必要と認められる施設として、東京都規則（以下

「規則」という。）で定めるものをいう。 
五 都内施設 看護職員の確保が必要と認められる施設として、規則で定めるものをい

う。 

 

（貸与の資格） 

第三条 修学資金の貸与を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければ

ならない。 
 一 養成施設又は大学院に在学している者（東京都の区域外（以下「都外」という。）に

所在する養成施設又は大学院に在学している者にあつては、都内に住所を有するもの

（以下「都外在学者」という。）に限る。）であること。 
二 成績優秀にして、かつ、心身健全であること。 
三 経済的理由により修学困難であること。 
四 同種の修学資金を他から借り受けていないこと。 
五 養成施設に在学している者にあつては卒業後、大学院に在学している者にあつては

修了後、都内において引き続き五年以上の期間、看護業務に従事しようとする意思を

有すること。 
六 都外在学者にあつては、貸与期間（第四条の二に規定する貸与期間をいう。）の初日に、

都内に住所を有すること。 
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七 死亡したとき。 
２ 知事は修学生が休学し、または停学の処分を受けたときは、休学し、または停学の処

分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を

行わないものとする。この場合において、これらの月の分としてすでに貸与された修学

資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の

月の分として貸与されたものとみなす。 
 

（返還及び返還方法） 

第十一条 修学資金の貸与を受けた者は、災害、疾病、出産、育児、介護その他のやむを

得ない理由（以下「やむを得ない理由」という。）がある場合を除き、第一号に該当する

場合は同号に規定する理由が生じた日の属する月の翌月から起算して、第二号又は第三

号に該当する場合は当該各号に規定する理由が生じた日の属する月の翌月から六月を経

過した日から起算して、規則で定める期間内に、月賦又は最長半年賦の均等払方式によ

り、修学資金を返還しなければならない。ただし、次条の規定により返還の債務（以下

「返還債務」という。）の履行が猶予されたときは、これらの返還期間と当該猶予された

期間を合算した期間内に返還しなければならない。 
一 第九条第一項第一号から第五号まで又は第七号の規定により、修学資金の貸与がや

められたとき。 
二 第九条第一項第六号の規定により修学資金の貸与をやめられた者が、養成施設を卒

業し、又は大学院を修了したとき。 
三 貸与期間が終了したとき。 

２ 前項の規定にかかわらず、修学資金の貸与を受けた者がその全額の返還を希望する場

合は、直ちに返還することができる。 
 

（返還債務の履行猶予） 

第十二条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、

当該各号に掲げる理由が継続する期間、返還債務の履行の全部又は一部を猶予すること

ができる。 
一 第九条第一項第二号、第三号又は第五号の規定により修学資金の貸与をやめられた

後も、引き続き養成施設又は大学院に在学しているとき。 
二 養成施設を卒業する日の属する年度に実施される法第十七条に規定する保健師国

家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験（以下「試験」と総称す

る。）に合格しなかつた者であつて、都内で看護業務に従事する意思を有し、かつ、

養成施設を卒業する日の属する年度の末日から起算して一年を経過する日の属する

年度までの間に実施される試験に合格し、看護業務に係る免許（以下「免許」という。）

を取得しようとする意思を有しているとき。 
三 養成施設において貸与を受けた者にあつては養成施設卒業後更に他種の養成施設

又は大学院において、大学院において貸与を受けた者にあつては修了後更に博士課程

において修学しているとき。 
四 養成施設において貸与を受けた者にあつては養成施設卒業後、大学院において貸与
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を受けた者にあつては修了後、直ちに、指定施設又は都内施設において看護業務に従

事し、引き続き当該各施設において看護業務に従事しているとき。 
五 やむを得ない理由があると認められるとき。 

２ 養成施設を卒業する日の属する年度に実施される試験又は養成施設を卒業する日の属

する年度の末日から起算して一年を経過する日の属する年度までの間に実施される試

験に合格した者が、免許の取得を条件に看護業務に準ずる業務に従事した場合は、当該

看護業務に準ずる業務を前項第四号に規定する看護業務とみなす。 
 

（返還債務の免除） 

第十三条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、

返還債務（履行期が到来していない部分に限る。）の全部又は一部を免除することがで

きる。この場合において、やむを得ない理由により看護業務に従事できなかつた期間に

ついては、当該各号に規定する看護業務に従事した期間に含めないものとする。 
一 第四条第一号又は第二号に掲げる額の貸与を受けた者のうち、養成施設において貸

与を受けたものにあつては免許取得後、大学院において貸与を受けたものにあつては

修了後、直ちに、指定施設において引き続き五年間看護業務に従事したとき。  
二 第四条第三号又は第四号に掲げる額の貸与を受けた者のうち、養成施設において貸

与を受けたものにあつては免許取得後、大学院において貸与を受けたものにあつては

修了後、直ちに、指定施設において引き続き五年間又は七年間看護業務に従事したと

き。 
三 養成施設において貸与を受けた者にあつては免許取得後、大学院において貸与を受

けた者にあつては修了後、直ちに、都内施設において引き続き五年間看護業務に従事

したとき。 
四 前三号に掲げる場合のほか、これらの場合に準ずるものとして規則で定めるものに

該当するとき。 
五 看護業務を行つている期間中に看護業務上の理由により死亡し、又は看護業務に起

因する心身の故障のため看護業務を継続することができなくなつたとき。  
２ 養成施設を卒業する日の属する年度に実施される試験又は養成施設を卒業する日の属

する年度の末日から起算して一年を経過する日の属する年度までの間に実施される試験に

合格した者が、免許の取得を条件に看護業務に準ずる業務に従事した場合は、当該看護業

務に準ずる業務に従事した期間を前項に規定する看護業務に従事した期間とみなす。 
 

（延滞利子） 

第十四条 修学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日まで

に返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応

じ、返還すべき額につき年三パーセントの割合で計算した延滞利子を支払わなければな

らない。 
 

（委任） 

第二十一条 この条例の施行について必要な事項は、東京都規則で定める。 
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七 死亡したとき。 
２ 知事は修学生が休学し、または停学の処分を受けたときは、休学し、または停学の処

分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を

行わないものとする。この場合において、これらの月の分としてすでに貸与された修学

資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の

月の分として貸与されたものとみなす。 
 

（返還及び返還方法） 

第十一条 修学資金の貸与を受けた者は、災害、疾病、出産、育児、介護その他のやむを

得ない理由（以下「やむを得ない理由」という。）がある場合を除き、第一号に該当する

場合は同号に規定する理由が生じた日の属する月の翌月から起算して、第二号又は第三

号に該当する場合は当該各号に規定する理由が生じた日の属する月の翌月から六月を経

過した日から起算して、規則で定める期間内に、月賦又は最長半年賦の均等払方式によ

り、修学資金を返還しなければならない。ただし、次条の規定により返還の債務（以下

「返還債務」という。）の履行が猶予されたときは、これらの返還期間と当該猶予された

期間を合算した期間内に返還しなければならない。 
一 第九条第一項第一号から第五号まで又は第七号の規定により、修学資金の貸与がや

められたとき。 
二 第九条第一項第六号の規定により修学資金の貸与をやめられた者が、養成施設を卒

業し、又は大学院を修了したとき。 
三 貸与期間が終了したとき。 

２ 前項の規定にかかわらず、修学資金の貸与を受けた者がその全額の返還を希望する場

合は、直ちに返還することができる。 
 

（返還債務の履行猶予） 

第十二条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、

当該各号に掲げる理由が継続する期間、返還債務の履行の全部又は一部を猶予すること

ができる。 
一 第九条第一項第二号、第三号又は第五号の規定により修学資金の貸与をやめられた

後も、引き続き養成施設又は大学院に在学しているとき。 
二 養成施設を卒業する日の属する年度に実施される法第十七条に規定する保健師国

家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験（以下「試験」と総称す

る。）に合格しなかつた者であつて、都内で看護業務に従事する意思を有し、かつ、

養成施設を卒業する日の属する年度の末日から起算して一年を経過する日の属する

年度までの間に実施される試験に合格し、看護業務に係る免許（以下「免許」という。）

を取得しようとする意思を有しているとき。 
三 養成施設において貸与を受けた者にあつては養成施設卒業後更に他種の養成施設

又は大学院において、大学院において貸与を受けた者にあつては修了後更に博士課程

において修学しているとき。 
四 養成施設において貸与を受けた者にあつては養成施設卒業後、大学院において貸与
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東東京京都都看看護護師師等等修修学学資資金金貸貸与与条条例例施施行行規規則則（（抜抜粋粋））  

（（昭昭和和6611年年66月月2200日日規規則則第第111166号号））  改改正正  令令和和４４年年３３月月３３１１日日規規則則第第２２７７５５号号  

 
（趣旨） 

第一条 この規則は、東京都看護師等修学資金貸与条例（昭和37年東京都条例第121号以下

「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

 

（指定施設） 

第二条 条例第二条第四号に規定する規則で定めるものは、都内に存する施設等（第十一

号に掲げる施設を除く。）であつて、次に掲げるものをいう。 
一 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第七条の許可を受けた病床が二百床未満の

病院 
二 医療法第七条の許可を受けた病床数のうち精神病床数が八十パーセント以上を占め

る病院 
三 ハンセン病療養所 
四 医療法第一条の五第二項に規定する診療所 
五 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第四十二条第二号に規定する医療型

障害児入所施設 
六 児童福祉法第六条の二の二第三項に規定する指定発達支援医療機関 
七 地域保健法（昭和二十二年法律第百一号）第二十一条第二項第一号に規定する特定

町村（保健師の場合に限る。） 
八 介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第八条第二十八項に規定する介護老人保

健施設 
九 介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院 
十 介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス（同法第八条第四項に規

定する訪問看護に限る。）の事業を行う事業所 
十一 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成十四年法律第百六

十七号）第十一条第一号に規定する施設 
 

（都内施設） 

第二条の二 条例第二条第五号に規定する規則で定めるものは、都内に存する施設であつ

て、医療法その他法令に基づき、保健師、助産師、看護師又は准看護師のいずれかを配

置するもの（前条第一号から第十号までに掲げる施設等に該当するものを除く。）をいう。 
 

（貸与の申込み） 

第三条 条例第六条の規定による修学資金の貸与の申込みは、修学資金貸与申込書（別記

第一号様式）に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。ただし、第四号に掲

げる書類は、大学院に在学している者又は在学する予定の者のみ添付するものとする。 
一 世帯全員の状況を証する書類 
二 世帯全員の前年の所得の状況を証する書類 
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三 連帯保証人の印鑑登録証明書 
四 看護師免許の写し 
五 その他知事が必要と認める書類 

 

（貸与の決定通知） 

第四条 条例第七条の規定による通知は、修学資金貸与承認決定通知書(別記第三号様式)
又は修学資金貸与不承認決定通知書(別記第四号様式)により行う。 

 

（修学資金の交付） 

第五条 修学資金は、原則として、四半期ごとに三月分を合わせて当該四半期の初めの月に交

付する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。 

 

（連帯保証人の変更） 

第六条 修学生又は修学資金の貸与を受けた者が条例第八条の連帯保証人を変更しようと

するとき、又は当該連帯保証人が死亡したときは、連帯保証人変更申請書・連帯保証書

（別記第五号様式）及び新たな連帯保証人の印鑑登録証明書を知事に提出しなければな

らない。 
2 知事は、前項の規定による申請があつたときは、当該連帯保証人となるべき者につい

て条例第八条に規定する要件又は保証能力を審査の上、その可否を決定し、連帯保証人

変更承認・不承認通知書(別記第六号様式)により通知する。 

 

（届出等） 

第七条 修学生又は修学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、

当該各号に定める届け書等を十日以内に知事に提出しなければならない。 
一 本人又は連帯保証人の住所、氏名、職業その他知事の指定する重要な事項に異動が

あつたとき。 住所等変更届(別記第七号様式) 
二 休学し、若しくは停学の処分を受けたとき、又は貸与期間内に留年した者が、貸与

の休止を希望するとき。 休学・停学・留年届(別記第八号様式) 
三 前号に該当した者が復学し、又は進級したとき。 再開申請書(別記第九号様式) 
四 退学し、又は修学資金の貸与を辞退したとき。 退学・辞退届(別記第十号様式) 
五 看護業務の従事先を変更したとき。 従事先変更届(別記第十四号様式) 
六 条例第十一条第一項各号に掲げる理由に該当し、かつ、条例第十二条第一項の規定

により返還債務の履行の全部を猶予されなかつたとき、又は返還債務の履行の猶予（以

下「履行猶予」という。）の額に変更があつたとき。 返還届（別記第十五号様式） 
２ 条例第十二条第一項第三号の規定による履行猶予を受けている者にあつては毎年四月

一日現在における養成施設等に係る在学状況について、同項第四号に定める履行猶予を

受けている者にあつては毎年十月一日現在における看護業務の従事状況について、現況

届（別記第十六様式）により知事に報告しなければならない。 
3 連帯保証人は、修学生又は修学資金の貸与を受けた者が死亡したときは、直ちに死亡

届(別記第十七号様式)にその事実を証する書類を添えて、知事に届け出なければならな
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東東京京都都看看護護師師等等修修学学資資金金貸貸与与条条例例施施行行規規則則（（抜抜粋粋））  

（（昭昭和和6611年年66月月2200日日規規則則第第111166号号））  改改正正  令令和和４４年年３３月月３３１１日日規規則則第第２２７７５５号号  

 
（趣旨） 

第一条 この規則は、東京都看護師等修学資金貸与条例（昭和37年東京都条例第121号以下

「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

 

（指定施設） 

第二条 条例第二条第四号に規定する規則で定めるものは、都内に存する施設等（第十一

号に掲げる施設を除く。）であつて、次に掲げるものをいう。 
一 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第七条の許可を受けた病床が二百床未満の

病院 
二 医療法第七条の許可を受けた病床数のうち精神病床数が八十パーセント以上を占め

る病院 
三 ハンセン病療養所 
四 医療法第一条の五第二項に規定する診療所 
五 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第四十二条第二号に規定する医療型

障害児入所施設 
六 児童福祉法第六条の二の二第三項に規定する指定発達支援医療機関 
七 地域保健法（昭和二十二年法律第百一号）第二十一条第二項第一号に規定する特定

町村（保健師の場合に限る。） 
八 介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第八条第二十八項に規定する介護老人保

健施設 
九 介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院 
十 介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス（同法第八条第四項に規

定する訪問看護に限る。）の事業を行う事業所 
十一 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成十四年法律第百六

十七号）第十一条第一号に規定する施設 
 

（都内施設） 

第二条の二 条例第二条第五号に規定する規則で定めるものは、都内に存する施設であつ

て、医療法その他法令に基づき、保健師、助産師、看護師又は准看護師のいずれかを配

置するもの（前条第一号から第十号までに掲げる施設等に該当するものを除く。）をいう。 
 

（貸与の申込み） 

第三条 条例第六条の規定による修学資金の貸与の申込みは、修学資金貸与申込書（別記

第一号様式）に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。ただし、第四号に掲

げる書類は、大学院に在学している者又は在学する予定の者のみ添付するものとする。 
一 世帯全員の状況を証する書類 
二 世帯全員の前年の所得の状況を証する書類 
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い。 

（貸与の廃止通知等） 

第八条 知事は、条例第九条第一項の規定により修学資金の貸与をやめたときは、修学資

金貸与廃止通知書(別記第十八号様式)により通知する。 
2 知事は、条例第九条第二項の規定により修学資金の貸与を行わないものとしたとき、

又は貸与期間内に留年した者から貸与の休止の希望があつたときは、修学資金貸与休止

通知書(別記第十九号様式)により通知する。 
3 知事は、条例第九条第二項の規定により修学資金の貸与を行わないものとされた者が

復学したため又は留年していた者が進級したため、貸与の休止を解除したときは、修学

資金貸与再開通知書(別記第二十号様式)により通知する。 
 

（借用証書及び返還予定明細書の提出） 

第九条 修学生は、修学資金の貸与が終了し、又は条例第九条第一項の規定により修学資

金の貸与を廃止されたときは、連帯保証人と連署の上、遅滞なく修学資金借用証書・修

学資金返還予定明細書(別記第二十一号様式)及び連帯保証人の印鑑登録証明書を、知事

に提出しなければならない。 

 

（返還期間） 

第九条の二 条例第十一条第一項に規定する規則で定める期間は、修学資金の貸与を受け

た者が選択した次の各号に掲げる修学資金の貸与金額に応じ、当該各号に定める期間と

する。 
 一 月額二万五千円 四年間 
 二 月額五万円 四年間 
 三 月額七万五千円 六年間 
 四 月額十万円 八年間 
 
（履行猶予をすることができる返還債務の額） 

第九条の三 条例第十二条第一項の規定により履行猶予をすることができる返還債務の額

は、別表一の上欄に掲げる履行猶予の要件に該当する場合について、同表中欄に掲げる

貸与金額の区分に応じて、同表下欄に掲げる方法により計算した額とする。ただし、条

例第十三条の規定による返還債務の免除（以下「免除」という。）を受けた者にあつては、

貸与を受けた金額から当該免除を受けた額を差し引いた額とする。 
 
（履行猶予の申請等） 

第十条 条例第十二条第一項の規定による履行猶予を受けようとする者は、修学資金返還

猶予申請書（別記第二十三号様式）にその理由となる事実を証する書類を添えて、知事

に提出しなければならない。 
２ 知事は、前項の申請があつたときは、その内容を審査の上、その可否を決定し、修学

資金返還猶予承認・不承認通知書（別記第二十四号様式）により通知する。 
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（免除することができる返還債務の額） 

第十条の二 条例第十三条第一項の規定により免除することができる返還債務の額は、別

表二の上欄に掲げる免除の要件に該当する場合について、同表中欄に掲げる貸与金額の

区分に応じて、同表下欄に掲げる方法により計算した額とする。 
 
（免除の要件） 

第十条の三 条例第十三条第一項第四号に規定する規則で定めるものは、養成施設で貸与

を受けた者にあつては卒業後、大学院において貸与を受けた者にあつては修了後、直ち

に、指定施設又は都内施設において看護業務に従事した者が当該各施設において看護業

務に従事しなくなつた後、直ちに、他の指定施設又は都内施設において看護業務に従事

した場合（当該各施設において看護業務に従事しなくなつた後、直ちに、他の指定施設

又は都内施設において看護業務に従事した場合を含む。）において、当該各施設において

通算して五年間又は七年間看護業務に従事した場合とする。 
 
（免除の申請等） 

第十一条 条例第十三条第一項の規定による免除を受けようとする者は、修学資金返還免

除申請書（別記第二十五号様式）にその理由となる事実を証する書類を添えて、知事に

提出しなければならない。 
２ 知事は、前項の申請があつたときは、その内容を審査の上、その可否を決定し、修学

資金返還免除承認・不承認通知書（別記第二十六号様式）により通知する。 
 

別表一（第九条の三関係） 

履行猶予の要件 貸与金額 履行猶予の額 

一 条例第十二条第一項第一
号、第二号又は第三号に該
当したとき。 

条例第四条各号に掲げる
額 

貸与を受けた者が選択し
た貸与金額に貸与を受け
た月数を乗じて得た額 

二 条例第十二条第一項第四
号に該当したとき（指定施
設において看護業務に従
事しているときに限る。）。 

条例第四条第一号から第
三号までに掲げる額 

貸与を受けた者が選択し
た貸与金額に貸与を受け
た月数を乗じて得た額 

条例第四条第四号に掲げ
る額 

七万五千円に貸与を受け
た月額を乗じて得た額 

三 条例第十二条第一項第四
号に該当したとき（都内施
設において看護業務に従
事しているときに限る。）。 

条例第四条各号に掲げる
額 

二万五千円に貸与を受け
た月数を乗じて得た額 

四 条例第十二条第一項第五
号に該当したとき。 

条例第四条各号に掲げる
額 

貸与を受けた者が選択し
た貸与金額に貸与を受け
た月数を乗じて得た額 
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い。 

（貸与の廃止通知等） 

第八条 知事は、条例第九条第一項の規定により修学資金の貸与をやめたときは、修学資

金貸与廃止通知書(別記第十八号様式)により通知する。 
2 知事は、条例第九条第二項の規定により修学資金の貸与を行わないものとしたとき、

又は貸与期間内に留年した者から貸与の休止の希望があつたときは、修学資金貸与休止

通知書(別記第十九号様式)により通知する。 
3 知事は、条例第九条第二項の規定により修学資金の貸与を行わないものとされた者が

復学したため又は留年していた者が進級したため、貸与の休止を解除したときは、修学

資金貸与再開通知書(別記第二十号様式)により通知する。 
 

（借用証書及び返還予定明細書の提出） 

第九条 修学生は、修学資金の貸与が終了し、又は条例第九条第一項の規定により修学資

金の貸与を廃止されたときは、連帯保証人と連署の上、遅滞なく修学資金借用証書・修

学資金返還予定明細書(別記第二十一号様式)及び連帯保証人の印鑑登録証明書を、知事

に提出しなければならない。 

 

（返還期間） 

第九条の二 条例第十一条第一項に規定する規則で定める期間は、修学資金の貸与を受け

た者が選択した次の各号に掲げる修学資金の貸与金額に応じ、当該各号に定める期間と

する。 
 一 月額二万五千円 四年間 
 二 月額五万円 四年間 
 三 月額七万五千円 六年間 
 四 月額十万円 八年間 
 
（履行猶予をすることができる返還債務の額） 

第九条の三 条例第十二条第一項の規定により履行猶予をすることができる返還債務の額

は、別表一の上欄に掲げる履行猶予の要件に該当する場合について、同表中欄に掲げる

貸与金額の区分に応じて、同表下欄に掲げる方法により計算した額とする。ただし、条

例第十三条の規定による返還債務の免除（以下「免除」という。）を受けた者にあつては、

貸与を受けた金額から当該免除を受けた額を差し引いた額とする。 
 
（履行猶予の申請等） 

第十条 条例第十二条第一項の規定による履行猶予を受けようとする者は、修学資金返還

猶予申請書（別記第二十三号様式）にその理由となる事実を証する書類を添えて、知事

に提出しなければならない。 
２ 知事は、前項の申請があつたときは、その内容を審査の上、その可否を決定し、修学

資金返還猶予承認・不承認通知書（別記第二十四号様式）により通知する。 
 

- 32 - - 33 -



- 34 - 

 

別表二（第十条の二関係） 

免除の要件 貸与金額 免除の額 

一 条例第十三条第一項第一
号に該当したとき。 

条例第四条第一号又は第
二号に掲げる額 

貸与を受けた者が選択し
た貸与金額に貸与を受け
た月数を乗じて得た額 

二 条例第十三条第一項第二
号に該当したとき（看護業
務に五年間従事したとき
に限る。）。 

条例第四条第三号又は第
四号に掲げる額 

五万円に貸与を受けた月
数を乗じて得た額 

三 条例第十三条第一項第二
号に該当したとき（看護業
務に七年間従事したとき
に限る。）。 

条例第四条第三号又は第
四号に掲げる額 

二万五千円に貸与を受け
た月数を乗じて得た額 

四 条例第十三条第一項第三
号に該当したとき。 

条例第四条各号に掲げる
額 

二万五千円に貸与を受け
た月数を乗じて得た額 

五 条例第十三条第一項第四
号に該当したとき（看護業
務に五年間従事したとき
に限る。）。 

条例第四条第一号又は第
二号に掲げる額 

貸与を受けた者が選択し
た貸与金額に貸与を受け
た月数を乗じて得た額 

条例第四条第三号又は第
四号に掲げる額 

五万円に貸与を受けた月
数を乗じて得た額 

六 条例第十三条第一項第四
号に該当したとき（看護業
務に七年間従事したとき
に限る。）。 

条例第四条第三号又は第
四号に掲げる額 

二万五千円に貸与を受け
た月数を乗じて得た額 

七 条例第十三条第一項第五
号に該当したとき。 

条例第四条各号に掲げる
額 

貸与を受けた者が選択し
た貸与金額に貸与を受け
た月数を乗じて得た額 

備考 

一 二の項上欄に該当し免除を受けた者が三の項上欄に該当した場合は、当該免除に

係る額に加えて、同項下欄に掲げる額の免除を受けることができる。 

二 五の項上欄に該当し免除を受けた者（貸与金額の区分が条例第四条第三号又は第

四号に掲げる額である者に限り、備考三に規定する免除を受ける者を除く。）が六の

項上欄に該当した場合は、当該免除に係る額に加えて、同項下欄に掲げる額の免除

を受けることができる。 

三 都内施設において看護業務に従事し、五の項上欄に該当した場合における免除の

額は、同項下欄の規定にかかわらず、二万五千円に貸与を受けた月数を乗じて得た

額とする。 

四 都内施設において看護業務に従事し、六の項上欄に該当した場合における免除の

額は、同項下欄の規定にかかわらず、零とする。 
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次のページを切り取って連帯保証人となる方へ必ず 

お渡しいただきますようお願いいたします。 
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別表二（第十条の二関係） 

免除の要件 貸与金額 免除の額 

一 条例第十三条第一項第一
号に該当したとき。 

条例第四条第一号又は第
二号に掲げる額 

貸与を受けた者が選択し
た貸与金額に貸与を受け
た月数を乗じて得た額 

二 条例第十三条第一項第二
号に該当したとき（看護業
務に五年間従事したとき
に限る。）。 

条例第四条第三号又は第
四号に掲げる額 

五万円に貸与を受けた月
数を乗じて得た額 

三 条例第十三条第一項第二
号に該当したとき（看護業
務に七年間従事したとき
に限る。）。 

条例第四条第三号又は第
四号に掲げる額 

二万五千円に貸与を受け
た月数を乗じて得た額 

四 条例第十三条第一項第三
号に該当したとき。 

条例第四条各号に掲げる
額 

二万五千円に貸与を受け
た月数を乗じて得た額 

五 条例第十三条第一項第四
号に該当したとき（看護業
務に五年間従事したとき
に限る。）。 

条例第四条第一号又は第
二号に掲げる額 

貸与を受けた者が選択し
た貸与金額に貸与を受け
た月数を乗じて得た額 

条例第四条第三号又は第
四号に掲げる額 

五万円に貸与を受けた月
数を乗じて得た額 

六 条例第十三条第一項第四
号に該当したとき（看護業
務に七年間従事したとき
に限る。）。 

条例第四条第三号又は第
四号に掲げる額 

二万五千円に貸与を受け
た月数を乗じて得た額 

七 条例第十三条第一項第五
号に該当したとき。 

条例第四条各号に掲げる
額 

貸与を受けた者が選択し
た貸与金額に貸与を受け
た月数を乗じて得た額 

備考 

一 二の項上欄に該当し免除を受けた者が三の項上欄に該当した場合は、当該免除に

係る額に加えて、同項下欄に掲げる額の免除を受けることができる。 

二 五の項上欄に該当し免除を受けた者（貸与金額の区分が条例第四条第三号又は第

四号に掲げる額である者に限り、備考三に規定する免除を受ける者を除く。）が六の

項上欄に該当した場合は、当該免除に係る額に加えて、同項下欄に掲げる額の免除

を受けることができる。 

三 都内施設において看護業務に従事し、五の項上欄に該当した場合における免除の

額は、同項下欄の規定にかかわらず、二万五千円に貸与を受けた月数を乗じて得た

額とする。 

四 都内施設において看護業務に従事し、六の項上欄に該当した場合における免除の

額は、同項下欄の規定にかかわらず、零とする。 

 

- 34 -





  
  

  

  
 

東京都看護師等修学資金貸与制度は、看護師等養成施設に進学し、将来都内で看護業務に従事しようとしている皆

さんの修学を支援する制度です。この事業は、納税者の方の大切な税金により運営されています。 

本貸与制度の連帯保証人は、申込者が返還完了や債務免除を受けるまでの期間、債務の保証をするものです。以下

の説明をよく読んで、制度の趣旨をよく御理解いただくようお願いします。 

 
 

●●  貸貸与与月月額額等等                                                                               単位：円 

 
 

●●  延延滞滞利利子子  

返還にあたり、決められた期限までに支払われなかった場合、元金に対し、年年３３%%（令和６年４月現在）の割合で

延滞利子が加算されます。 

 

●●  連連帯帯保保証証人人のの責責務務等等  

① 貸与終了時の書類作成の協力義務 修学資金の貸与が終了又は廃止されたとき、修学生は、借用証書に連帯保

証人と連署・押印の上、連帯保証人の印鑑登録証明書を添付し、提出しなければなりません。連帯保証人は署名・

押印及び書類提出に御協力をお願いいたします。 
 

② 手続及び返還の連帯保証 返還免除、返還完了又は連帯保証人変更が認められるまで、連連帯帯保保証証人人はは修修学学生生とと

同同等等のの債債務務をを負負いいまますす。。修学生が修学資金を返還すべき場合において、返還に応じない場合、修学生に代わって

返還しなければなりません。 
 

③ 連帯保証人の変更 連帯保証人を変更しようとするとき又は当該連帯保証人が死亡したとき、修学生は、連帯

保証人変更申請書・連帯保証書及び新たな連帯保証人の印鑑登録証明書を知事に提出し、承認を受けなければな

りません。 
 

※貸貸与与決決定定時時ににはは、、連連帯帯保保証証人人へへのの通通知知をを送送付付いいたたししまますすののでで、、御御確確認認ををおお願願いいししまますす。。   

申込者氏名 貸与予定期間 貸与予定総額 

 
令和６年 4 月から 

令和 年 3 月まで 

 

円 

（修学資金のお問合せ先）東京都保健医療局医療政策部医療人材課 電話(03)5320-4444 

【【連連帯帯保保証証人人のの方方へへ】】必必ずず最最後後ままででおお読読みみいいたただだききまますすよよううおお願願いいししまますす。。 





  
＊＊mmeemmoo＊＊  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所管 

 

東東京京都都保保健健医医療療局局医医療療政政策策部部医医療療人人材材課課  

電電話話  ００３３‐‐５５３３２２００‐‐４４４４４４４４（（修修学学資資金金担担当当直直通通ダダイイヤヤルル））  

 

 

修学資金に関する問い合わせは、養成施設等の担当者にお願いします。 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

この印刷物は石油系溶剤を含まないインキを使用しております。 

  

  

令令和和６６年年度度  東東京京都都看看護護師師等等修修学学資資金金（（貸貸付付金金））ののごご案案内内  

令和６年２月発行 

東京都保健医療局医療政策部医療人材課 修学資金担当 

郵便番号 163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

電話 （03）5320－4444 （直通） 

東京都保健医療局ホームページ 

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/shikaku/syugaku/index.html 

 

登録番号（5）155 




